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はじめに 

池田町は、すばらしい町です。美しい山、清らかな水、そして、豊かな土か

らおいしい農の恵みが育まれます。雪は少し多く降りますが、四季の移り変わ

りもまた池田町の魅力です。こうした美しさは、池田町が長い歴史の中で、助

け合って生きてきた人々が作り出した風土が生み出す「風景」であると言えま

す。 

今、池田町は、過去から受け継いできたタスキを次世代に渡していくため、

いくつかの課題を抱えています。気候変動がもたらすとされる福井豪雨のよう

な災害の激甚化、夏場の熱中症の発生などをみても、これまでとは変わりつつ

ある地域環境、そして地球環境を感じることができます。 

そうした世の中の変化に、私たちは、知恵を出して適応し、同時に、これら

を少しでも改善する取り組みを続けて、「よき町」を守っていきたいと考えま

す。 

今回策定する脱炭素むらづくり計画（正式名称：池田町地球温暖化対策実行

計画 区域施策編・事務事業編）は、食料と並ぶ重要なエネルギーを起点として、

地球温暖への対応と、豊かな生活環境の創造と、そしてこの町で生き続ける楽

しさと安心感を具現化するための、みんなの行動計画として策定するものです。 
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１ 池田町の概況 

（１）池田町の位置・地勢 

池田町は、福井県の南東部にあ

って、九頭竜川足羽川水系の最上

流地域にある小さな盆地に位置し

ています。山地が迫る地理的特性

もあり、冬期間の降雨（降雪）量が

多く、特別豪雪地帯に指定されて

います。山々に積もった雪は年間を

通して豊かな水を町にもたらしています。こうした豊かな水資源は、ブランド杉「足羽

杉」の生産地を支えるとともに、冠山や部子山などの高い山々は、天然ブナ林を育ん

できました。また、豊かな水が集落の暮らしを成り立たせるとともに、美しい水田景観

を生み出しています。 

 

 

（２）土地利用の状況 

池田町は町土の９２％が森林

です。戦後の木材需要拡大を背

景とした拡大造林によって、集落

と農地近辺にはスギ（針葉樹）

が植えられました。一方で、山奥

には薪炭林（広葉樹）が半ば放

棄された形で広がっています。こ

れら豊かな森林資源が活用しき

れていないことが課題となってい

ます。  

第１章 池田町の現況 

土地利用の状況 

出典：池田町「町勢要覧資料編」（令和３年１月） 
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（３）気候 

池田町の気候は、日本海側気候いわゆる冬雨型で、年間降水量は太平洋側の地

域と比べて多くなっています。 

年間日照時間は他地域に比べて短く、平均気温も低い傾向があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月別降水量および平均気温（令和１～５年の平均値） 

出典：気象庁「過去の気象データ」（大野観測所） 

 

 

気温・日照時間・降水量の比較（令和１～５年の平均値） 

 大野 福井 名古屋 全国平均 

年間降水量(mm) 2,252.8 2,441.2 1,669.5 1,711.3 

年間日照時間（時間） 1,612.3 1,816.7 2,227.5 2,039.7 

平均気温（℃） 14.1 15.6 17.0 16.3 

出典：気象庁「過去の気象データ」（各気象観測所）、総務省「日本統計年鑑」（全国平均） 
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出典：総務省「国勢調査」（人口、世帯数）、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推

計人口（令和５年推計）」（将来推計人口） 

（４）人口・世帯数 

池田町の人口は減少傾向にあり、２０２０（令和２）年は２，４２３人となっており、今

後も人口減少が進むと予測されています。 

世帯数は２０１５（平成２７）年まで減少が続いていましたが、２０２０（令和２）年は

増加に転じ、９４８世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口および世帯数の推移 

 

また、池田町の年齢構成は、2020（令和２）年時点で、１５歳未満の人口が８．０％、

６５歳以上の人口が４４．５％となっており、いわゆる少子高齢社会です。 

今後も高齢化がさらに進展し、２０３０（令和１２）年には、６５歳以上の人口が１５～

６４歳の人口を上回ると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢構成の推移 
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２ 暮らしの状況 

（１）高齢化の進行による雪下ろしの不安 

前ページの年齢構成のとおり、池田町は高齢化が進行しています。高齢者を含む

世帯は、２０２０（令和２）年時点で６７０世帯、町内の約７０％にのぼります。 

また、高齢者のみの世帯（高齢単身世帯と高齢夫婦世帯の合計）は、２０２０（令和

２）年時点で３０１世帯、町内の約３０％を占めています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者を含む世帯の推移（実数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者を含む世帯の推移（割合） 

出典：総務省「国勢調査」  
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池田町は冬季の降雨（降雪）量

が多いため、特別豪雪地帯に指定

されており、住宅の屋根の雪下ろし

や道路などの除雪が必要です。 

特に雪下ろしは、高所作業であ

るため、高齢者のみの世帯では自

力での作業が困難になります。 

 

 

 

雪下ろしを業者などに依頼すると、１回数万円からと経済的な負担が増えることに

加えて、除雪のピーク時には依頼が集中しやすく、なかなか対応してもらえないことも

あります。 

また、近年は降る年と降らない年の差が大きくなる傾向があり、短期間に降り積も

る大雪（いわゆる「ドカ雪」）による家屋の倒壊や交通障害などの発生が懸念されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計降雪量の推移（観測点：谷口） 

出典：福井県土木部道路保全課  
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（２）車に依存した暮らし 

池田町の主な移動手段は自動車です。 

自動車の保有台数は２０００（平成１２）年頃が最も多く、その後本町の人口減少に

伴って緩やかに減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車の保有台数の推移 

出典：福井県「福井県統計年鑑」 

 

一方で、世帯あたりの自家用乗用車の保有台数は、２０００（平成１２）年度以降、 

１．７台前後で推移しており、横ばい傾向が続いています。 

１９９５（平成７）年度と２０２３（令和５）年度を比べると、自家用乗用車の保有台数

は約１，５００台と同程度ですが、世帯あたりでは１．３８台から１．７４台に増加していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯あたりの自家用乗用車の保有台数の推移 

出典：福井県「福井県統計年鑑」（自家用乗用車の保有台数）、池田町「住民基本台帳」（世帯数）  
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世帯あたりの自家用乗用車の保有台数が減少しない要因としては、鉄道が立地し

ていないことや公共交通の選択肢が少ないことが影響しています。 

嶺北地域の公共交通ネットワークの状況（下図）をみると、池田町と町外をつなぐ

公共交通は、福井鉄道バス池田線（武生駅方面）と町民協働バス「マイバス」（福井

駅方面）の２つしかないことが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

嶺北地域の公共交通ネットワークの状況 

出典：福井県嶺北地域公共交通活性化協議会「嶺北地域公共交通計画」より加筆 

 

このほかに、町内を循環する町民バス「なかま号」や福祉タクシー「ふくタク」が運

行しており、それらを含めるとおおむね町全域で公共交通を利用できる状況となって

いますが、便数が少ないことや一部事前予約が必要なことが利用者拡大の課題とな

っています。  

池田町 

町民協働バス「マイバス」 

福井鉄道バス 池田線 

福井駅 

武生駅 

ハピラインふくい 
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（３）古民家にひそむ健康リスク 

池田町の住宅は、築５０年以上の伝統

的古民家が多く残っており、美しい農村

風景の一部となっています。 

一方で、それら古民家の多くは、耐震

性や断熱性能が不十分のままとなってい

ます。断熱性能の低い家は空調の効き

が悪く、住宅内の温度変化が大きくなり

やすいため、熱中症やヒートショックの発生リスクが高まります。 

 

 

 

「ヒートショック」とは 

急な温度差により血圧が大きく変動し、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こ

すことを「ヒートショック」といいます。ヒートショックは、冬場の室内の温度差に

よって起こることが多く、ヒートショックが原因とみられる入浴中の死亡者数は

交通事故による死亡者の約３倍にのぼります。 

ヒートショックを防ぐには、家の中の温度差をなるべくなくすことが大切です。

国や県では、外壁や窓などの断熱リフォームや一定の断熱性能や省エネ性能

を有する新築住宅に対する補助制度があります。家族や自身の健康を守るた

め、住まいづくりから見直してみませんか？  

入浴時のヒートショック 

出典：政府広報オンライン「交通事故死の約３倍？！冬の入浴中の事故に要注意！」 

（令和７年 11月記事） 
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（４）ごみの排出状況 

１人１日当たりのごみ排出量は、２０２２（令和４）年度までは緩やかな増加傾向が

続いていましたが、２０２３（令和５）年度は減少に転じ、６８３グラムとなっています。 

また、福井県と比べると少なくなっていますが、近年は差異が小さくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1人 1日当たりのごみ排出量の推移 

 

 

ごみのリサイクル率は、福井県と比べると高くなっていますが、近年は低下傾向が

続いており、２０２３（令和５）年度は２３．１％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみのリサイクル率の推移 

出典：福井県「一般廃棄物（ごみ）の排出および処理状況」  
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３ 産業・経済の状況 

（１）産業構造 

池田町の産業構造は、農林業（第一次産業）が基幹産業となっていますが、近隣

地域のめがね産業や製造業の関連会社・子会社を含めた製造業、医療・福祉や行

政などの業務・サービス部門も一定の割合を占めています。 

 

産業別・業種別の就業者数 

調査時点  ２０２０（令和２）年 
池田町 福井県 

就業者数 構成比 就業者数 構成比 

第一次産業 124 9.5% 12,640 3.2% 

第二次産業 458 35.1% 122,364 30.9% 

 鉱業，採石業 - - 104 0.0% 

 建設業 200 15.3% 36,668 9.3% 

 製造業 258 19.8% 85,592 21.6% 

第三次産業 719 55.1% 252,272 63.7% 

 電気・ガス・水道業 3 0.2% 4,777 1.2% 

 情報通信業 7 0.5% 5,730 1.4% 

 運輸業，郵便業 40 3.1% 15,843 4.0% 

 卸売業，小売業 150 11.5% 57,301 14.5% 

 金融業，保険業 13 1.0% 8,653 2.2% 

 不動産業 7 0.5% 4,201 1.1% 

 学術研究 15 1.2% 10,845 2.7% 

 宿泊業，飲食サービス業 77 5.9% 19,972 5.0% 

 生活関連サービス業 36 2.8% 12,477 3.2% 

 教育，学習支援業 46 3.5% 19,726 5.0% 

 医療，福祉 187 14.3% 52,198 13.2% 

 複合サービス事業 18 1.4% 4,622 1.2% 

 サービス業（他に分類されないもの） 59 4.5% 22,170 5.6% 

 公務（他に分類されるものを除く） 61 4.7% 13,757 3.5% 

分類不能の産業 3 0.2% 8,489 2.1% 

合計 1,304 100% 395,765 100% 

出典：総務省「国勢調査」  
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（２）農業 

池田町の農家数は減少傾向が続いており、

２０２０（令和２）年時点で販売農家と自給的

農家を合わせた農家数は２３３戸となっていま

す。 

２０００（平成１２）年と２０２０（令和２）年を

比べると、農家数は約７割減少しており、特に販売農家は約８割も減少しています。こ

れは福井県の減少率よりもそれぞれ１割程度大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農家数の推移（左：池田町、右：福井県） 

出典：農林水産省「農林業センサス」 

 

池田町の耕地面積も減少傾向が続いていますが、農家数と比べると緩やかに減少

しています。これは池田町農業公社や地域営農組織などが農地の保全に取り組んで

いる効果と考えられますが、農家の高齢化や担い手不足に加えて、有害鳥獣対策や

異常気象への対応などにも引き続き取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耕地面積の推移 

出典：総務省統計局「都道府県・市区町村のすがた（社会・人口統計体系）」  
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（３）林業 

池田町の森林面積は１７，８４７ヘクタール（町土の約９割）

で、国有林が２，２６５ヘクタール、民有林が１５，５８２ヘクター

ルとなっています。 

また、人工的な育成林にはスギなどの針葉樹が多く、天然

生林にはブナなどの広葉樹が多くなっています。 

 

 

森林面積の状況 

森林面積 

（ha） 
育成林 天然生林 

その他 

（竹林・無立木地など） 

針葉樹 7,955 ３１ － 

広葉樹 １８５ ９，２５６ － 

合計 ８，１４０ ９，２８７ 420 

出典：福井県「福井県市町勢要覧 令和６年度版」（令和５年３月時点） 

 

池田町の持続的な木材利用可能量は、年間約５万㎥（年間成長量）と推定されて

いますが、そのうちの約８割が未利用材となっており、搬出された木材も多くが町外に

流出しています。 

豊富な森林資源を保全・活用するには、木材利用・生産の拡大や管理・作業体制

の見直し、担い手の育成、災害対応など多面的な課題に対応する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木材の利用状況 

出典：池田町「池田町木望の森 100年プロジェクトマスタープラン」  
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（４）観光業 

２０１６（平成２８）年４月、自然を生か

した森のテーマパーク「Tree Picnic 

Adventure IKEDA（ツリーピクニック

アドベンチャーいけだ）」が開業しまし

た。以降、池田町の観光入込客数は２０

～２５万人台を維持していました。 

その後、２０２３（令和５）年１１月に福井県池田町と岐阜県揖斐川町をつなぐ「冠

山峠道路」が開通し、翌２０２４（令和６）年４月には「道のオアシス フォーシーズンテ

ラス」が開業したことを受けて、２０２４（令和６）年の観光入込客数は、前年度の２倍

を超える４５万８千人に増加しました。 

一方で、池田町内の宿泊施設を利用した宿泊者数は、年間８千人前後と大きく変

わりません。要因としては、町内の宿泊施設の多くにシングルルームがないことや風呂

トイレが共同利用であることで、多様化するニーズに対応しきれていないことが考えら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光入込客数 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊者数 

資料：一般財団法人いけだ農村観光公社  
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４ 池田町のまちづくり・むらづくりの成果 

池田町のこれまでのまちづくり・むらづくりの成果を以下に整理します。 

 

まちづくり・むらづくりの成果 一覧 

２００６年 

（H１８） 

１月 自治体環境グランプリ 環境大臣賞 

 循環型農業やエコキャンドル

の取り組みにまちぐるみで取り

組んでいることが評価され、池

田町長と池田町民の連名で

環境大臣賞を受賞しました。 

２００７年 

（H１９） 

２月 環境保全型農業推進コンクール 農林水産大臣賞 

 「生命に優しい米づくり」や「ゆうき・げんき

正直農業」にまちぐるみで取り組んでいる

ことが評価されました。 

６月 日本観光ポスターコンクール 金賞・国土交通大臣賞 

 池田町の美しい風景や営みの写真と、地域で拾い出され

た「言葉」を組み合わせたポスター１２枚組が、これからの

新しい観

光の時代

にふさわ

しいと評

価されま

した。 

２００８年 

（H20） 

３月 持続可能な地域社会をつくる日本の環境首都コンテスト 一位 

 循環型農業や環境向上基本計

画を策定するための「１００人の

パートナー会議」の取り組み、エ

コキャンドルやごみの減量化へ

の取り組みなどが評価されまし

た。 
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まちづくり・むらづくりの成果 一覧 

２００９年 

（H21） 

３月 食品リサイクル促進 環境大臣賞 

 町民による生ごみの分別とＮＰ０法人環境

Ｕフレンズによる生ごみの回収、牛糞やも

みがらなどとあわせて製造された堆肥

「土魂壌
どこんじょう

」を利用した環境保全型農業の

取り組みが評価されました。 

２０１７年 

（H29） 

１０月 過疎地域自立活性化優良事例表彰（現在：過疎地域持続的

発展優良事例表彰） 全国過疎地域自立促進連盟会長賞 

 町土の 92％を占める森林資

源を活用し、木材の地産地消

や木に親しむライフスタイル・

価値観の普及などに取り組ん

でいることが評価されました。 
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１ 地球温暖化のしくみ 

（１）地球温暖化とは 

現在、地球の平均気温は１４℃前

後となっています。これは、大気中の水

蒸気や二酸化炭素、メタンなどの温室

効果ガスが太陽からの光によって得

た熱の一部を吸収して大気を暖めて

いるからです。大気中に温室効果ガ

スが存在しなかった場合、地球の熱は

そのまま宇宙空間に放出されるため、

地球の平均気温はマイナス１９℃程

度になると言われています。 

「地球温暖化」とは、この熱を吸収

する働きを持つ温室効果ガスの濃度

が高まることで、地球の平均気温が

上昇することをいいます。 

 

 

（２）なぜ気温が上がるのか 

産業革命以降、わたしたちは暮らしの中で、電気や車

を使うために石油や石炭などの化石燃料を大量に消費

し、二酸化炭素を排出し続けてきました。これにより温室

効果ガスの濃度が高まり、地球の気温が上昇しています。 

 

 

わたしたちの便利な暮らしが地球温暖化を進行させています。  

第２章 地球温暖化の状況 

地球温暖化のしくみ 

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターＨＰ 

ポイント 
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２ 地球温暖化の影響と求められる対応策 

（１）地球温暖化の影響 

地球温暖化は、その予想される影響の大きさや深刻さから、人類の生存に関わる

最も重要な環境問題の一つとされています。 

過去１０年間の世界の平均気温は、どの年も記録上最も暑い上位１０位内となって

おり、２０２３（令和５）年以降は観測史上最高を更新し続けています。 

 

国内においても、既に平均気温の上昇や農産物の品質の低下、熱中症のリスク増

加などが観測されており、人類やすべての生きものにとっての生存基盤を揺るがす

「気候危機」と言える状況です。 

 

  
暑い日が増えて 

熱中症リスクが高まる 
台風や大雨が増えて、洪水や土砂災害の危険性が高まる 

お米や野菜などの 

採れる量や品質が 

不安定になる 

雪の日が少なくなり、 

スキーや雪遊びが 

できなくなる 

生きものの大量発生や 

生息域の拡大など、 

生態系が変化する 

地球温暖化の影響（例） 

出典：気候変動適応情報プラットフォームＨＰ 
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（２）地球温暖化への対応策 

このような地球規模の課題に対応し、将来にわたって安全・安心に暮らすためには、

気候変動に具体的な対策を求める「持続可能な開発目標（SDGｓ）」や世界の平均

気温の上昇を産業革命前と比べ２℃より十分低く保つことを目標とする「パリ協定」

といった、世界を巻き込んだ目標の達成が重要となっています。 

パリ協定の実現に向けて、国は、２０５０（令和３２）年までに「カーボンニュートラル」

すなわち脱炭素社会の実現を目指すこと、また、そのために２０３０（令和１２）年度に

温室効果ガスを２０１３（平成２５）年度比で４６％削減、さらに、５０％の高みに向けて

挑戦を続けていくことを宣言しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この目標の実現には、「徹底した省エネ」と「再生可能エネルギーの導入・活用」な

ど今まで以上に脱炭素に向けた取り組みを加速させていくことが必要です。 

また、気候変動や地球温暖化の進行に伴い、今後、猛暑や豪雨のリスクが更に高

まる可能性が予想されています。これに対応するには、地球温暖化の原因となる温室

効果ガス排出量を削減するための取り組み「緩和策」に加えて、猛暑や豪雨の激甚

化といった気候変動による被害を回避・軽減させる取り組み「適応策」も求められて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

カーボンニュートラル概念図 

出典：脱炭素ポータルＨＰ 

２つの気候変動対策（緩和と適応） 

出典：気候変動適応情報プラットフォームＨＰ 

カーボンニュートラルとは、 

温室効果ガスの 

排出量（＋）と吸収量（－） 

のつり合いを取ること 
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３ 地球温暖化を引き起こす温室効果ガスの排出状況 

（１）町全体の排出状況 

池田町の２０２２（令和４）年度における温室効果ガス排出量は、１９．１千トン-CO２

となっており、基準年度である２０１３（平成２５）年度と比較すると約３1％減少してい

ます。 

また、２０１３（平成２５）年度以降、温室効果ガス排出量は減少が続いていました

が、２０２０（令和２）年度から緩やかな増加に転じています。 

増加に転じた理由としては、新型コロナウイルス感染拡大の影響で縮小していた

活動量が、以前の活動量に戻ったためと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス排出量の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 
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（２）部門別の排出状況 

池田町の温室効果ガス排出状況を部門別に整理します。対象とする部門は、以下

のとおりです。 

 

対象とする部門 

対象部門 概要 

産業部門 第１・２次産業（製造業、建設業・鉱業、農林水産業） 

業務部門 第３次産業、地方公共団体（池田町役場）の事務事業活動 

家庭部門 家庭生活に関すること 

運輸部門※ 
各部門の移動に関すること（バス、トラックなどを含む自動車全

般） 

廃棄物部門 各部門の廃棄物処理に関すること 

※「自治体排出量カルテ」における運輸部門は、「自動車」「鉄道」「船舶」の３分野に細分化される

が、池田町の実態に合わせて、「自動車」分野のみを対象とする。 

 

 

産業部門が３０．７％、運輸部門が３０．６％を占めており、本町の温室効果ガス排

出量の増減に大きく影響していることが分かります。 

また、全国、福井県と比較すると、産業部門と業務部門は割合が小さい一方で、家

庭部門と運輸部門の割合が大きくなっています。特に、運輸部門は全国や福井県の

構成比の約１．５倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス排出量の部門別構成比(令和４年度) 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 

  

42.1%

39.1%

30.7%

19.1%

17.2%

13.7%

18.0%

21.4%

23.5%

19.2%

21.1%

30.6%

1.5%

1.3%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

福井県

池田町

産業部門 業務部門 家庭部門 運輸部門 廃棄物分野



 

21 

①産業部門 

製造品出荷額（製造業の活動量）は、２０１３（平成２５）年度以降、約１８億円前後

で推移していましたが、2019（令和元）年度に大きく減少、その後緩やかに増加し、

２０２２（令和４）年度は１６．７億円になっています。 

大きく減少した理由としては、新型コロナウイルス感染拡大により生産活動が停滞

したためと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造品出荷額（製造業の活動量）の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 

 

建設業・鉱業の従業者数（建設業・鉱業の活動量）は、減少傾向が続いており、  

２０２２（令和４）年度は１２２人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設業・鉱業の従業者数（建設業・鉱業の活動量）の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」  
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農林水産業の従業者数（農林水産業の活動量）は、増加傾向が続いており、    

２０２２（令和４）年度は１３７人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産業の従業者数（農林水産業の活動量)の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 

 

 

産業部門の温室効果ガス排出量は、２０１３（平成２５）年度以降、緩やかに減少し

ていましたが、２０２０（令和２）年度に大きく減少、その後緩やかに増加し、２０２２（令

和４）年度は５．９千トン-CO２となっています。 

大きく減少した理由としては、新型コロナウイルス感染拡大により生産活動が停滞

したためと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業部門の温室効果ガス排出量の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 
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②業務部門 

業務部門の従業者数（業務部門の活動量）は、横ばい傾向が続いており、２０２２

（令和４）年度は６１９人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務部門の従業者数（業務部門の活動量)の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 

 

 

業務部門の温室効果ガス排出量は、２０１３（平成２５）年度以降、緩やかに減少し

ていましたが、近年は横ばい傾向にあり、２０２２（令和４）年度は２．６千トン-CO２とな

っています。 

活動量が横ばい傾向であるものの、排出量が減少している理由としては、設備の

高効率化や省エネ行動の普及などが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務部門の温室効果ガス排出量の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」  
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③家庭部門 

世帯数（家庭部門の活動量）は、減少傾向が続いており、２０２２（令和４）年度は 

８９８世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯数（家庭部門の活動量）の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」（住民基本台帳世帯数） 

 

 

家庭部門の温室効果ガス排出量は、２０１３（平成２５）年度以降、緩やかに減少し

ていましたが、２０２０（令和２）年度から緩やかな増加に転じ、２０２２（令和４）年度は

４．５千トン-CO２となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭部門の温室効果ガス排出量の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 
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④運輸部門 

自動車保有台数（運輸部門の活動量）は、旅客自動車・貨物自動車ともに減少傾

向が続いており、２０２２（令和４）年度は旅客自動車が１，６１１台、貨物自動車が   

７７３台となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車保有台数（運輸部門の活動量）の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 

 

 

運輸部門の温室効果ガス排出量は、緩やかな減少傾向が続いており、２０２２（令

和４）年度は５．８千トン-CO２となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運輸部門の温室効果ガス排出量の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 

※「自治体排出量カルテ」における運輸部門は、「自動車」「鉄道」「船舶」の３分野に細分化される

が、池田町の実態に合わせて、「自動車」分野による排出量のみを計上している。  
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⑤廃棄物部門 

燃やせるごみ（可燃ごみ）の排出量（廃棄物部門の活動量）は、緩やかな増加傾

向が続いており、２０２２（令和４）年度は３３８トンとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの直接焼却量（廃棄物部門の活動量） 

出典：南越清掃組合「一般廃棄物処理基本計画」 

 

 

廃棄物部門の温室効果ガス排出量は、横ばい傾向が続いていましたが、近年は微

増しており、２０２２（令和４）年度は０．３１千トン-CO２となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物部門の温室効果ガス排出量の推移 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 
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（３）池田町役場の事務事業における排出状況 

池田町役場の事務事業における活動は、主に施設とインフラ設備、車両で使用す

る電気と燃料の使用量を指します。 

 

事務事業の算定対象と活動区分 

算定対象 活動区分 

①電気 ②燃料 

施設 庁舎、ほっとプラザ、学校、

こども園など町有施設 

施設の電気 給湯設備、空調設備、小型

除雪機、小型草刈機など 

インフラ

設備 

上下水道設備、道路照明、

融雪設備など町管理設備 

設備の電気 
－ 

車両 公用車 ※ 普通車、重機、特殊車両 

※電気自動車は、施設契約の電気を使用しており、施設自体の電気使用量と区別することが困難なた

め個別集計しない 

 

 

①電気の使用量 

近年の電気使用量は、施設・インフラ設備ともに横ばい傾向が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気使用量の推移 

  

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

R4

(2022)

R5

(2023)

R6

(2024)

(kWh)

(年度)

施設（電気） インフラ（電気）



 

28 

②燃料の使用量 

施設における近年の燃料使用量は、能楽の里文化交流会館が閉館（2023（令和

５）年８月）した影響で、灯油の使用量が減少しましたが、その他の燃料は横ばい傾

向となっています。また、車両における燃料使用量も横ばい傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料使用量（施設）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料使用量（車両）の推移 
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③事務事業における排出量 

電気と燃料の使用量を踏まえた近年の温室効果ガス排出量は、横ばい傾向となっ

ており、２０２２（令和４）年度は約１．４千トン-CO２となっています。 

また、２０２２（令和４）年度における排出量が多い上位１０施設（車両を除く施設ま

たはインフラ設備）をみると、温泉施設や下水処理施設、介護福祉施設、町役場、小

中学校などとなっています。これら１０施設からの排出量は、全体の６５．６％を占めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田町役場の事務事業による温室効果ガス排出量の推移 

資料：環境省「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」 

（令和７年３月）に基づき算定した。 

 

排出量が多い上位１０施設（令和４年度） 
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順位 施設・インフラ設備 排出量（t-CO2） 割合

1 渓流温泉　冠荘　　　　　 182 12.1%

2 池田水処理センター 157 10.4%

3 ほっとプラザ 137 9.1%

4 池田町役場（庁舎・開発センター） 107 7.1%

5 能楽の里文化交流会館 100 6.6%

6 中地区　簡易水道　　　　　　　 83 5.5%

7 池田中学校 67 4.4%

8 池田小学校 65 4.3%

9 まちの駅「こってコテいけだ」 48 3.2%

10 あぐりパワーアップセンター 44 2.9%

計 989 65.6%
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４ 池田町における地球温暖化の影響 

（１）気温の上昇 

福井県（福井市）の平均気温は、１００年あたり約１．７℃で上昇しています。これは、

日本の全国平均（１００年あたり約１．４℃）よりも大きくなっています。 

池田町（谷口）においても最低気温の上昇が確認されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井県（福井市）の年平均気温の変化 
出典：気象庁「気候変動適応情報プラットフォーム」（福井）、 

［https://adaptation-platform.nies.go.jp/data/jma-obs/index.html］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低気温の推移（観測点：谷口） 

出典：福井県土木部道路保全課  
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出典：気象庁「気候変動適応情報プラットフォーム」（福井）、 

［https://adaptation-platform.nies.go.jp/data/jma-obs/index.html］ 

（２）雨の降り方の極端化 

福井県（福井市）の年降水量

に大きな変化は見られません

が、雨が降らない日（年間無降

水日数）と大雨が降る日（日降

水量１００㎜以上の年間日数）

が増えており、雨の降り方が極

端化してきていることが分かりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田町においても、雪が降る年と降らない年の差が大きくなっていることが確認さ

れています（P５再掲）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計降雪量の推移（観測点：谷口） 

出典：福井県土木部道路保全課  
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福井県（福井市）の年降水量の変化 

福井県（福井市）の年間無降水

日数の変化 

福井県（福井市）の日降水量 

１００㎜以上の年間日数の変化 

雪が降る年と降らない年の差が拡大 
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（３）将来予測 

厳しい地球温暖化対策を取らなかった場合（４℃上昇シナリオ）、２１世紀末の北

陸地方の年平均気温は、２０世紀末に比べて約４．５℃上昇することが予測されていま

す。一方で、厳しい地球温暖化対策を取った場合（２℃上昇シナリオ）では、約１．５℃

の上昇に抑えられることも予測されています。 

【４℃上昇シナリオ】              【２℃上昇シナリオ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１世紀末の北陸地方の年平均気温の将来予測 

 

将来予測シナリオにおける高温・低温の日数変化 

 
【４℃上昇シナリ

オ】 

【２℃上昇シナリ

オ】 

夏日（日最高気温２５℃以

上） 
約５８日増加 約２０日増加 

真夏日（日最高気温３０℃以

上） 
約５１日増加 約１４日増加 

猛暑日（日最高気温３５℃以

上） 
約２０日増加 約３日増加 

熱帯夜（日最低気温２５℃以

上） 
約４６日増加 約１０日増加 

冬日（日最低気温０℃未満） 約４８日減少 約２１日減少 

出典：気象庁「北陸地方のこれからの気候の変化（将来予測）」 
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将来予測シナリオとは 

「４℃上昇シナリオ」とは、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第５次

評価報告書で用いられたシナリオのうち、追加的な緩和策を取らず、１９００年

以前の工業化前と比べて将来の世界平均気温が約４℃上昇するシナリオ

（RCP8.5 シナリオ）のことです。一方で「２℃上昇シナリオ」は、パリ協定※の

目標が達成され、工業化前と比べて将来の世界平均気温が約２℃の上昇に

抑えられたシナリオ（RCP２．６シナリオ）のことです。  

※パリ協定とは、2020年以降の気候変動に関する国際的な枠組みのこと（詳細は P19）。 
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５ 池田町における地球温暖化対策の状況 

（１）再生可能エネルギーの導入 

再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、バイオマスなど自然の力を利用し

て、電気や熱をつくるエネルギー源のことです。化石燃料と違い、発電時などに二酸

化炭素をほとんど排出しないことや、資源が枯れることなく、永続的に利用できること

から、持続可能な社会の実現に不可欠なエネルギー源です。 

池田町における再生可能エネルギーの導入ポテンシャルは、下表のとおりです。 

 

再生可能エネルギー種別導入ポテンシャル 

種別 設備容量（kW） 年間発電電力量（kWh） 

太陽光発電 100,535 135,081,334 

風力発電 205,200 484,355,562 

小水力発電 10,115 58,377,404 

計 315,850 677,814,300 

 

種別 年間発熱量（GJ） 

バイオマス 105,750 

出典：池田町「池田町脱炭素実現ビジョン」（令和５年２月） 

 

 

２０２３（令和５）年度における本町

の再生可能エネルギーの導入設備

容量は１，５１８kW となっており、９割

以上が水力発電となっています。水

力発電以外では、太陽光発電が導

入されています。 

 

  

再生可能エネルギーの導入状況 

出典：環境省「自治体排出量カルテ」 

住宅用

太陽光発電

1.1%

産業用

太陽光発電

1.4%

水力発電

97.5%

（令和5年度）

導入設備容量

1,518 kW
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（２）森林による二酸化炭素の吸収（森林吸収量） 

森林は、成長の中で待機中の二酸化炭素を吸収し、幹や枝などに長期間にわたり

蓄積することができます。森林の適正な整備および管理は、重要な地球温暖化対策

のひとつです。池田町には、集落の近くにスギやヒノキなどの針葉樹、県境など南東

方向に広葉樹が広がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田町の林相区分図 

出典：池田町「令和６年度脱炭素促進事業 広葉樹 CO2吸収量算定業務 業務報告書」 

（令和７年２月）  
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①育成林（針葉樹）の状況 

育成林の間伐（健全な成長を促すための間引き）による森林吸収量は、２０２１（令

和３）年度時点で５．７千トン-CO２となっています。 

一方で、育成林の再造林を伴わない主伐（収穫）による森林排出量は、２０２１（令

和３）年度時点で 11.1千トン-CO２となっています。 

吸収量と排出量を合わせると、２０２1（令和３）年度はおよそ 5.4 千トン-CO２の排

出となっており、今後森林吸収量を増加させるためには、主伐（収穫）後の再造林が

重要であることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育成林の森林吸収量の推移 

出典：池田町「池田町脱炭素実現ビジョン」（令和５年２月） 

 

（参考） 吸収量と排出量の算定式 
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（間伐実績などを踏まえた算出結果の詳細は資料編参照） 
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②天然生林（広葉樹）の状況 

天然生林の森林吸収量は、２０２1（令和３）年度時点で、８．１千ｔ-CO２と推定され

ており、２０１３（平成２５）年度と比べて約１１%減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然生林の森林吸収量の推移 

出典：池田町「令和６年度脱炭素促進事業 広葉樹 CO2吸収量算定業務 業務報告書」 

（令和７年２月） 
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（３）池田町役場の取り組み状況 

①緩和策 

地球温暖化の原因となる温室効果ガス排出量を削減するため、太陽光発電の実

証実験および導入促進、電気自動車の導入などに取り組んできました。 

 

◆ 融雪型太陽光発電の実証実験および住宅への導入促進 

本町は、特別豪雪地帯に指定される豪雪地域であるため、太陽光発電設備の

設置にあたっては、太陽光パネルの選定や設置方法に工夫が必要です。 

そこで、２０２３（令和５）年度に「あそびハウス こどもと森」において、融雪型太

陽光パネルの実証実験を

行いました。結果、十分な発

電量と電気料金の削減、屋

根の雪下ろしの負担軽減

が実証できました。 

 

 

 

「あそびハウス こどもと森」融雪型太陽光パネル導入前後の電気使用量など 

検証項目 
導入前 導入後 

２０２２年度 ２０２３年度 ２０２４年度 

①電力使用量 15,248kwh 16,730kwh 1９,０3２kwh 

②発電量 － 24,001ｋｗｈ ３０,６７２ｋｗｈ 

③うち自家消費量 － 8,621kwh １１,５４４ｋｗｈ 

購入した電気使用

量（①―③） 
15,248kwh 8,109kwh ７,４８７kwh 

上記の電気使用

料 
411,696円 227,052円 2７２,３５９円 

出典：池田町役場脱炭素むらづくり課 

 

また、２０２４（令和６）年度に完成した水海町営住宅においては、太陽光パネル

とともに、電気でお湯をつくる高効率給湯器（エコキュート）と電気自動車の充電

設備をあわせて整備しました。 

２０２５（令和７）年度からは、町内の住宅を対象に融雪型太陽光パネルの設置

希望調査や設置可能調査を行っており、太陽光発電の導入促進に取り組んでいま

す。  
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◆ 新庁舎・複合施設の ZEB化 

２０２７（令和９）年度に完成予定の新庁

舎・複合施設の建設工事が２０２５（令和７）

年１０月に着工しました。 

本施設は ZEB Ready 仕様を採用し、高

い断熱性能や自然採光を取り入れて、省エ

ネと快適性の両立を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：福井県池田町「新庁舎・複合施設建設物語 HP」 

 

 

 

 

  

従来の建物で 

必要なエネルギー 

ZEB で使う 

エネルギー 



 

40 

◆ 公共施設への LED照明の導入 

LED 照明は、従来の蛍光灯と比べると消費電力が少ないため、照明を LED 照

明に交換するだけで省エネにつながります。 

池田町では、小中学校や介護老人福祉施設「池田町幸寿苑」の一部の照明を

LED照明に交換しており、今後も順次切り替えを進めていきます。 

 

◆ 公用車への電気自動車の導入 

移動手段を車に依存している池田町にとって、

車の脱炭素化は温室効果ガスの削減に大きく貢

献します。 

池田町役場では、２０２５（令和７）年度にガソリ

ンと電気で走行するハイブリッド車を２台、電気の

みで走行する電気自動車「日産サクラ」を１台導

入しました。今後は、代替可能な車両を順次電気

自動車に切り替える予定です。 

 

 

その他の取り組み［緩和策］ 

取り組み 内容 

◆ 建築物等における

木材利用の推進 

・公共施設など（あそびハウス こどもと森、ウッドラボ

いけだ、新庁舎）への町産材・県産材の活用 

◆ ごみの発生抑制、再

使用、リサイクルの

推進 

・町から出る生ごみを利用した肥料「土魂醸」を利用

した循環型農業の推進 

・空き缶・ペットボトルの回収機の設置（町内に１台） 

◆ 森林整備や保全活

動の推進 

・東京都港区と協定を締結し「みなとモデル二酸化炭

素固定認証」事業へ参加 

・「池田町木望（きぼう）の森１００年プロジェクト」各

事業の推進（①森づくり事業（山づくりの改善）②木

材活用多様化事業③森林レクリエーション事業） 

◆ 排出削減につなが

る働き方・暮らし方

の推進 

・遠隔地業者などとのWeb会議の推奨 

・テレワーク可能な専用パソコンの整備 

・ゼロカーボン宣言ステッカーの作成、公用車に添付 

・まち UPエナジーの再エネ取組の事業についての住

民説明会を実施 
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②適応策 

既に起きている地球温暖化の影響を回避・軽減させるため、熱中症リスクや病害

虫被害、災害リスクの増加への対応に取り組んできました。 

 

◆ 熱中症リスクの増加への対応 

池田町でも、暑い日が増えたことにより熱中症のリスクが高まっています。 

本町では「暑熱避難指定施設（クーリングシェルター）」の指定・公表を行うとと

もに、町内の協力店舗・事業者においても、一時的に暑さをしのぐ休憩所として“涼”

を提供する「涼んでってドア事業」などの熱中症予防を推進しています。 

 

◆ 病害虫被害の増加への対応 

暖冬や温暖化の影響でカメムシが大量発生しており、カメムシが農作物に吸汁

加害することでお米が黒ずむ被害（斑点米）や果実が変形する被害の増加が懸念

されています。このような病害虫による農作物の被害を軽減するため、福井県では

「農作物病害虫防除指針」や「農作物病害虫発生予察注意報」などを公表してお

り、本町においてもこれらを踏まえた注意喚起を行っています。 

 

◆ 災害リスクの増加への対応 

地球温暖化により大気中の水蒸気量が増え

ることで、台風や大雨が増加し、災害リスクが

高まる可能性があります。池田町は周囲を６００

ｍ前後の山々に囲まれており、町の中心を足羽

川と魚見川が通る地形であるため、２００４（平

成１６）年に発生した「福井豪雨」のような、河

川の氾濫や土砂災害が懸念されています。 

また、冬季の気温低下時には、短期間に降り積もる大雪（いわゆる「ドカ雪」）が

発生しやすくなります。池田町は特別豪雪地帯の指定を受けており、町民は日頃か

ら雪に対して備えていますが、集中的な降雪・積雪による雪崩や家屋・建物の倒壊、

交通障害などによる孤立が懸念されています。  
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６ 今後の方向性 

これまで整理した池田町の現況を踏まえ、地球温暖化対策の今後の方向性を以

下に示します。 

 

現状を踏まえた地球温暖化対策の今後の方向性 

部門など 現況 今後の方向性 

再生可能 

エネルギー 

・導入されている再エネの９割以

上が小水力発電 

・豪雪地域における太陽光発電

（融雪型太陽光パネルや営農

型太陽光発電など）の普及 

・小水力発電の増設 

・豊富な森林資源を活用したバ

イオマス施設の整備 

産業部門 ・排出量が最も多い 

・製造業の活動量（製造品出荷

額）は、コロナ禍により減少する

も回復 

・建設業・鉱業の活動量（従業者

数）は減少 

・農林水産業の活動量（従業者

数）は増加 

・省エネ設備導入促進 

・再エネ電力の利用促進 

業務部門 ・活動量（従業者数）は横ばいで

あるが、省エネ設備や省エネ行

動の普及により排出量は減少 

・近年の排出量は横ばい傾向 

・再エネ電力の利用促進 

・化石燃料から電気等へのエネ

ルギー転換の促進 

・建物の断熱改修の促進 

・省エネ設備導入促進 

【池田町役場の事務事業活動】 

・一部の活動量が減少している

ものの、排出量は横ばい傾向 

 

・再エネ電力の利用促進 

・化石燃料から電気等へのエネ

ルギー転換の促進 

・新築建築物の ZEB※化 

・再エネ発電の整備 

・省エネ設備導入促進 

家庭部門 ・活動量（世帯数）も排出量も減

少 

・近年の排出量は横ばい傾向 

・再エネ電力の利用促進 

・住宅の断熱改修の促進 

・省エネ設備導入促進 

運輸部門 ・産業部門に次いで排出量が多

く、全国・県よりも占める割合が

高い 

・カーシェアリングの整備と利用

促進 

・電気自動車などの導入促進 
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部門など 現況 今後の方向性 

・移動手段が自動車に限られる

ため、活動量（自動車保有台

数）は人口に比例し減少 

廃棄物部門 ・活動量（直接焼却量）も排出量

も増加 

・ごみの減量、資源化の促進 

森林吸収量 ・再造林を行わない伐採があり、

森林吸収量が減少 

・再造林の促進、誘導 

  

※ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）とは、省エネと再エネによってエネルギー収支の正味

ゼロを目指す非住宅のこと（詳細は P39）。 
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１ ゼロカーボンシティ宣言の表明 

２０２２（令和４）年４月、池田町は「池田町ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、  

「２０５０年の二酸化炭素排出実質ゼロ」を目指すことを宣言しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田町ゼロカーボンシティ宣言文  

第３章 計画の目標 
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２ 将来ビジョン 

第２期「池田町創生総合戦略」における未来構想『～協働する力で育てる「豊国の

農村」池田の創出～』を踏まえ、脱炭素を実現する将来ビジョンを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田町の脱炭素を実現する将来ビジョン 概念図  

 池田は雪地獄。 

それは昔のはなし。 

融雪型太陽光パネル 

が雪を溶かしてくれるか 

ら、雪下ろしの負担や月々の 

電気代を減らせてとってもお得。 

 リフォームにより、断熱性能が高く暖かい家

になりました。しかも省エネにつながるから

電気代も減らせてますますお得！ 

 豊かな森林や雪を生かしたアクティビティや

体験教室などを通して、木とふれあい、森で

遊び、温泉で癒されて、池田のファンがぞく

ぞく増えています。またきての！ 

 池田は昔から、生 

ごみをたい肥にしたり、 

廃油を使ったキャンドル

を作ったり、エコな生活が当 

たり前。持て余していた森林資

源もバイオマス熱で利用している 

から、ごみはとっても少ないの。 

 町内の太陽光発電や小水力発電などで

創られた電気が町内で使われるようにな

りました。車も電気で走ってるんだって。 

 町土の９割を占める森林は、管理するのも

ひと苦労！でも木材をものづくりや燃料に積

極的に活用するようになってから、山もまち

もなんだか元気になったよね。 

 池田は豪雪地域。山々に

積もった雪は、雪解け水

になってまちを潤すだけ 

でなく、小水力発電に 

より安定した電力を 

供給してくれます。 

自然資源をまちの 
豊かさにつなげる 

地域資源を生かして 
池田らしい楽しみ方 
・働き方をつくる 

快適な住まいづくり
で脱炭素にも貢献 

文化と新しい技術が
融合したエコなまち 

資源の地産地消で 
（地域内循環） 

持続可能で自立した池田へ 

 森林資源の活用や観光交流の

活性化により、町内の雇用が増 

 えました。池田の豊かな自然を 

   満喫しながら働けると、若者 

     や移住者に大人気！町民 

        もびっくり！ 
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３ 温室効果ガスの削減目標 

「池田町ゼロカーボンシティ宣言」および将来ビジョンを実現するため、「２０３０年

度までに民生部門（業務部門・家庭部門）の電力消費に伴う二酸化炭素排出実質

ゼロ」および「２０４０年度に前倒しでカーボンニュートラルの実現」を目指します。 

また、上記に合わせて、本計画の期間を２０26（令和８）年度から２０40（令和２２）

年度までの１５年間とし、計画の基準年度および目標年度を以下のとおり設定します。 

 

基準年度 ２０１３年度 ２７．７千トン-CO２排出 

   

現状 ２０２２年度時点 排出量は２０１３年度比 ３１％減 

   

短期目標 ２０３０年度 
民生部門（業務部門・家庭部門）
の電力消費に伴う排出実質ゼロ 

 

 

 

 

 

長期目標 ２０４０年度 
カーボンニュートラルの実現 
（池田町全体で排出実質ゼロ） 

 

 

 

 

２０４０年度に前倒しで、 

カーボンニュートラルの実現を目指す！ 

 ２０５０年度 
カーボンニュートラルの維持 

（ゼロカーボンシティ宣言の達成） 

本計画の基準年度・目標年度および目標 

 

※2030年度・2040年度目標は、2025（令和７）年５月に池田町が「脱炭素先行地域」に選定（環境

省）されたことを踏まえ設定した。  

※ 

※ 
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４ 目標達成に向けた取り組み方針 

本計画の目標を達成するため、「再エネの地産地消」「省エネ対策」「吸収源対策」

の３つを柱とし、取り組みの推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の取り組み方針 

 

取り組み方針の優先順位と考え方 

優先順位 取り組み方針／考え方 掲載ページ 
   

１ 

再エネの地産地消 （再エネ導入 × 町内利用） →P４８へ 

・エネルギーは、日々生活する上で必要不可欠なものです。将来も暮

らし続けられる池田町を目指して、環境負荷の少ないエネルギーを

町内で創るとともに、町内で使う仕組みづくりに取り組みます。 
   

２ 

省エネ対策 →P５３へ 

・再エネを最大限導入・利用したとしても、供給できるエネルギーには

限りがあります。建物の省エネ対策や日々の行動を見直し、使用する

エネルギー量の削減に取り組みます。 
   

３ 

吸収源対策 →P５５へ 

・再エネ導入や省エネ対策に最大限取り組んだとしても、人間の生活

は二酸化炭素を排出します。それらを森林や木材に吸収・固定し、排

出実質ゼロを実現するため、森林整備や木材活用に取り組みます。 

  

再エネの地産地消 

省エネ対策 吸収源対策 環境負荷の少ない 

エネルギーを町内で創り 

町内で使用します 
建物の省エネ対策や 

日々の行動を見直し、 

使用するエネルギー量 

を減らします 

どうしても排出される 

二酸化炭素を吸収するた

め、森林整備や木材 

活用に取り組みます 

再エネ導入 × 町内利用 
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方針１ 再エネの地産地消 

再エネ導入の方針 

①太陽光発電 

２０２５（令和７）年４月現在、本町の太陽光発電は、「あそびハウス こどもと森」と

一部の住宅にしか設置されていません。 

「あそびハウス こどもと森」における融雪型太陽光パネルの実証実験の結果（P３

８参照）、雪国の本町においても十分な発電量があったことから、町内の公共施設お

よび住宅に「融雪型太陽光パネル」の導入を推進していきます。 

 

また、遊休農地などの未利用地を活用し、特産品を育て

ながら太陽光パネルで電気を発電する「営農型太陽光発

電」についても導入を検討します。 

 

 

 

②風力発電 

２０２５（令和７）年４月現在、本町に風力

発電設備は設置されていません。 

風力発電は他の再生可能エネルギーに

比べて、騒音や自然環境の破壊など地域ト

ラブルが発生しやすいため、導入には自然

環境・生活環境への配慮や地域住民との

十分な話し合い、住民・事業者・行政の連携を前提とした合意形成が必要です。 

本町では、2022（令和２）年に、部子山における風力発電の事業計画が浮上しま

したが、絶滅危惧種イヌワシの生息地であることや、景観・生活環境への影響などを

踏まえ、本町として事業中止の意見書を提出しています。  

方針１ 再エネの地産地消 
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太陽光発電のしくみ 

「太陽光発電」は、光エネルギーを電気エネルギーに変換する太陽光パネ

ルを利用して発電する方法です。 

「太陽光パネル」は、太陽電池をたくさんつなげたものを指します。 

「太陽電池」にはいくつか種類がありますが、代表的な『シリコン系太陽電

池』は、光エネルギー（太陽光）によってプラスの電気を集める『ｐ型シリコン』

とマイナスの電気を集める『ｎ型シリコン』を張り合わせて作られています。それ

ぞれの電極をつなぐことで電気が流れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽電池は、『電池』という名前がついていますが、それ自体に電気を貯め

ておくことはできません。発電した電気は、『そのまま使う（自家消費）』か『電

力会社に売る（売電）』、『電気を貯めておく蓄電池を導入し必要な時に使う』

ことができます。 

近年は、売電価格の下落や電気料金の高騰を受けて、発電した電気の売電

収入よりも自家消費による電気料金の節約効果が高まっています。また、蓄電

池を組み合わせることで発電ができない夜間や雨の日、停電時にも発電した

電気を使うことができます。 

  

太陽光発電のしくみ 

出典：北陸電力 HP「発電のしくみ」 
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③小水力発電 

降雪量の多い池田町は、雪解け水のおかげ

で水量が安定しており水力発電に適していま

す。池田町水海（水海川）において、新たに水

海川水力発電所が整備されたことから、本町で

稼働中の小水力発電所は、２０２５（令和７）年

４月現在で計３ヵ所、導入設備容量は 1，479kW となっています。 

今後も発電所の維持・整備を進め、電力の安定供給を図ります。 

小水力発電の導入状況 

発電所名 設備容量（kW） 

１ 持越発電所（明治４２年度導入） 860 

２ 白粟発電所（昭和４年度導入） 420 

３ 水海川水力発電所（令和５年度導入） 199 

計 1,479 

出典：池田町「脱炭素先行地域計画提案書」 

 

 

水力発電のしくみ 

「水力発電」は、水が高い所から低い所に落ちるときの位置エネルギーと重

力による自然落下を利用して水車を回して電気を発電する方法です。水力発

電の理論的な出力は、以下の式で求められます。 

 

 

水力発電と聞くと、ダムのような大

規模な貯水池を利用した発電所を

イメージされる方も多いと思います

が、池田町に導入されている「小水

力発電」は、川から引いた水路に水

車を設置し発電する小規模の水力

発電です。ダムなどの大規模な施設

が必要ないため、自然への影響を

最小限に抑えています。  

発電出力 ＝ 有効落差 × 流量 × 重力加速度 × 発電効率 

発電出力と有効落差の関係 

出典：経済産業省 資源エネルギー庁「中小 

水力発電の導入促進に向けた手引き」 

（令和６年２月） 
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④バイオマス熱 

２０２５（令和７）年４月現在、本町にバイオマス発電設備は設置されていませんが、

池田町の豊富な森林資源を活かすため、池田町薮田において、「木質バイオマス熱

供給システム」の整備を進めています。整備後は、発生させた熱を新設予定の役場庁

舎を含む公共施設の冷暖房設備や災害時の温水（シャワー）として利用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「木質バイオマス熱供給システム」のイメージ図 
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再エネ町内利用の方針 

町内の太陽光発電や小水力発電など再生可能エネルギーで生産された電気（再

エネ電気）を町内で使用（地産地消）できるように、町独自のエネルギー会社（まちＵ

Ｐエナジー）を設立しました。 

町内で生産された再エネ電気は、まちＵＰエナジーに集約・「みえる化」され、その

「みえる化」された再エネ電気をもとに地産地消の電力プランを提供し、地域資源の

循環利用を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギーの地産地消のイメージ図 
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方針２ 省エネ対策 

①建築物の省エネルギー化 

建築物の省エネルギー化とは、住宅や事業所などの建物の断熱性や気密性を向

上させ、エネルギー消費量を抑えることを指します。ZEB※や ZEH※の情報発信やリフ

ォームを含めた支援事業の情報提供を進め、省エネ性能が確保された建築物の普

及を目指します。 

 

②エネルギー転換の推進 

省エネ法は、これまで『化石エネルギーの使用の合理化』にとどまるものでしたが、

２０２３（令和５）年４月に改正省エネ法が施行され、すべての「エネルギー使用の合

理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」となりました。 

池田町では、上記改正を踏まえて、「方針１ 再エネの地産地消」の『再エネ町内

利用の方針』（P５２参照）に示すように、町内のエネルギーの効率的な利用を目指す

とともに、給湯や空調で使用している燃料について、二酸化炭素の排出がより少ない

燃料への転換を推進します。 

 

③省エネ設備・機器の導入 

前項を踏まえながら、エコキュートをはじめとする高効率給湯器や LED照明など省

エネ性能の高い設備・機器の導入（更新）を推進します。 

 

④電気自動車などエコカーの導入 

排出ガスが少なく燃費性能に優れた電気自動車などエコカーの導入を推進します。 

 

  

方針２ 省エネ対策 

※ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）および ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）と

は、省エネと再エネによってエネルギー収支の正味ゼロを目指す建築物のこと（詳細は P39）。 
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⑤デコ活など省エネ行動の普及 

国と県が進める「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動（デコ活）」

の普及を図るとともに、資源や自然を大切にする文化や活動の継承に取り組みます。 
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方針３ 吸収源対策 

①健全な森林の整備 

二酸化炭素の吸収源となる森林について、

適切な間伐や主伐後の再造林の徹底を促し、

健全な森林の整備・保全を図ります。 

 

 

 

 

②町産材の利用推進 

木は、二酸化炭素の吸収源としてだけでは

なく、木材として活用すると長期的に二酸化炭

素を固定し続けることができます。 

木工品や建材、燃料など多様な用途に町

産材の利用推進を図ります。 

 

 

 

③森と木に親しむ文化の継承 

池田町の暮らしには、豊かな森から流れる

水、山で採れる山菜やきのこなど森からの恵

みが与えられています。しかしながら、近年は、

手入れがされず放置された森が増えており、

豊かな森の資源も失われつつあります。 

 

すべての町民が森の大切さを理解し、次世代に繋いでいくため、エコツーリズムや

アクティビティの充実、木で子どもを育む活動などを推進します。 

 

  

方針３ 吸収源対策 
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削減目標を達成するため、部門ごとの目指す姿と指標、具体的な取り組みを示しま

す。また、あわせて実施主体（住民、事業者、行政）を整理します。 

部門／目指す姿 掲載ページ 
  

産業部門（非林業）：製造業、建設業・鉱業、農業、漁業 →P５８へ 

目
指
す
姿 

・建物の断熱化や高効率設備の導入などの省

エネ対策が行われています 

・太陽光発電など再生可能エネルギーの導入が

進んでいます 
  

産業部門（林業）：林業 →P６０へ 

目
指
す
姿 

・間伐などが適切に行われ、豊かで健康な森が

広がっています 

・木工品や建材、燃料など多様な用途に町産材

が利用されています 
  

業務部門：産業部門以外の第３次産業 →P６２へ 

目
指
す
姿 

・建物の断熱化や高効率設備の導入などの省

エネ対策が行われています 

・すべての事業者が再生可能エネルギーを電源

とした電力プランを選択しています 

 
  

業務部門（行政）：池田町役場の事務事業 →P６４へ 

目
指
す
姿 

・公共施設の断熱化や高効率設備の導入など

の省エネ対策が行われています 

・太陽光発電や電気自動車が導入されています 

・再生可能エネルギーを電源とした電力プラン

を選択しています 

 

第４章 部門別目標と取り組み ［緩和策］ 
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部門／目指す姿 掲載ページ 
  

家庭部門：家庭生活に関わること →P６６へ 

目
指
す
姿 

・住宅の断熱化や高効率給湯

器の導入などの省エネ対策が

行われています 

・すべての家庭が再生可能エネ

ルギーを電源とした電力プラン

を選択しています 
  

運輸部門：移動に関わること →P６８へ 

目
指
す
姿 

・公用車が電気自動車になるとともに、

町内に電気自動車と充電設備が増え

ています 

・カーシェアリング（車の共同利用）や公

共交通などが充実し、誰もが目的や状

況に合った移動手段を選択しています 
  

廃棄物部門：廃棄物処理に関わること →Ｐ７０へ 

目
指
す
姿 

・すべての町民がごみの減量や資源化に

努めています 

 

 
  

吸収源対策部門：森林吸収量に関わること →Ｐ７２へ 

目
指
す
姿 

・間伐などが適切に行われ、豊かで健康

な森が広がっています 

・木工品や建材、燃料など多様な用途に

町産材が利用されています 
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産業部門（非林業） 

製造業、建設業・鉱業、農業、漁業 事業者 

 

目指す姿 

・建物の断熱化や高効率設備の導入などの省エネ対策が行わ

れています 

・太陽光発電など再生可能エネルギーの導入が進んでいます 

 

■主な指標 

 

指標（◎必達） 
現状値 

（R4） 

目標値 

２０３０年度 ２０４０年度 

 － － － － 

 

■具体的な取り組み 

 

再生可能エネルギーの

導入 

●建物の屋根や駐車場において、太陽光パネルの設置

を検討する 

●農地において、営農型太陽光発電の導入を検討する 

エネルギー転換の推進 ●使用する燃料について、再生可能エネルギー由来の

電気やバイオマス燃料（薪や木質チップ）などへの切

り替えを検討する 

建築物等の省エネ対策

の促進 

●建物の断熱性能を高めるため、建物の壁や床、天井、

窓などに断熱リフォームに努める 

●建物を新築または改築する際は、ＺＥＢ※基準の適合

を検討する 

●高効率設備や LED照明を導入（更新）する 

●建物の省エネ診断などを実施し、エネルギー消費量

の把握に努める 

省エネ行動の推進 ●地球環境に配慮した製品やサービスの選択・提供に

努める 

●地球温暖化防止に向けた教育を行い、従業員の意識

向上を図る 
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●緑化活動や清掃活動など地域の環境保全活動に積

極的に参加する 

吸収源対策の促進 

（吸収源対策部門横断） 

●J-クレジット制度の活用を検討する 

地域資源循環の推進 ●農作物を生産する際は、化学肥料や農薬の使用を抑

え、人や生きものに優しい農業に取り組む 

●町内で生産した農作物は、地産地消に努めるととも

に、池田町の特産品として、町内の物産店舗で積極

的に販売することを通じて、安全安心な町産農産物の

魅力発信に努める 

 

■町の役割 

 

●雪対策を考慮した太陽光パネル（融雪型太陽光パネルや垂直型太陽光パネル）

や太陽光発電設備の設置補助制度の情報提供を行う 

●高断熱化などの省エネリフォームに関する補助制度の情報提供を行う 

●人や環境に優しい施設整備を推進し、ZEB※や ZEH※について周知する 

●地域資源循環型農村を目指して、安心安全な農作物の生産方法や伝統的な食文

化の発信に努める 

●地球温暖化防止を目指して、町が率先して省エネ対策や再エネ導入に取り組むと

ともに、その取り組み効果の発信に努める（町の具体的な取り組みは、P６４掲載） 

 

  

※ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）および ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）と

は、省エネと再エネによってエネルギー収支の正味ゼロを目指す建築物のこと（詳細は P39）。 
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産業部門（林業） 

林業 事業者 

 

目指す姿 

・間伐などが適切に行われ、豊かで健康な森が広がっています 

・木工品や建材、燃料など多様な用途に町産材が利用されてい

ます 

 

■主な指標 

 

指標（◎必達） 
現状値 

（R4） 

目標値 

２０３０年度 ２０４０年度 

◎ 間伐が行われた森林面積 

（２０１３年度以降における育成

林の累積面積） 

７３０ha １，３６０ha ２，０６０ha 

 

■具体的な取り組み 

 

健全な森林の整備 ●所有する森林については、責任をもって、適切な

間伐と主伐後の再造林を行う 

町産材の利用推進 ●町産材を用いた木工品の生産を検討する 

●木工品や建材に利用できない間伐材や端材な

どは、バイオマス燃料（薪や木質チップ）などに

加工生産を検討する 

森と木に親しむ文化の継承 ●森を守り育てる担い手の育成に取り組む 

●エコツーリズムやアクティビティなどを通して、池

田町の豊かな森と森林保全活動などを発信する 

再生可能エネルギーの導入 ●建物の屋根や駐車場において、太陽光パネルの

設置を検討する 

エネルギー転換の推進 ●使用する燃料について、再生可能エネルギー由

来の電気やバイオマス燃料（薪や木質チップ）な

どへの切り替えを検討する 
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建築物等の省エネ対策の促

進 

●建物の断熱性能を高めるため、建物の壁や床、

天井、窓などに断熱リフォームに努める 

●建物を新築または改築する際は、ＺＥＢ※基準の

適合を検討する 

●高効率設備や LED照明を導入（更新）する 

●建物の省エネ診断などを実施し、エネルギー消

費量の把握に努める 

省エネ行動の推進 ●地球環境に配慮した製品やサービスの選択・提

供に努める 

●地球温暖化防止に向けた教育を行い、従業員の

意識向上を図る 

●緑化活動や清掃活動など地域の環境保全活動

に積極的に参加する 

吸収源対策の促進 

（吸収源対策部門横断） 

●適切な森林管理を行うとともに、地域住民や行

政と協働で森林保全活動に取り組む 

●J-クレジット制度の活用を検討する 

 

■町の役割 

 

●林道や作業道を整備し、森林の整備や保全作業の作業性・生産性の向上を図る 

●町産材を用いた木工品などの製品や木造施設などを広く紹介する 

●町産材を用いた住まいづくりの補助制度の情報提供を行う 

●「木質バイオマス熱供給システム」を整備し、率先してバイオマス燃料（薪や木質チ

ップ）を利用する 

●森林組合などと連携し、担い手育成の支援や参加型の森林保全活動に取り組む 

●雪対策を考慮した太陽光パネル（融雪型太陽光パネルや垂直型太陽光パネル）

や太陽光発電設備の設置補助制度の情報提供を行う 

●高断熱化などの省エネリフォームに関する補助制度の情報提供を行う 

●人や環境に優しい施設整備を推進し、ZEB※や ZEH※について周知する 

●地域資源循環型農村を目指して、安心安全な農作物の生産方法や伝統的な食文

化の発信に努める 

●地球温暖化防止を目指して、町が率先して省エネ対策や再エネ導入に取り組むと

ともに、その取り組み効果の発信に努める（町の具体的な取り組みは、P６４掲載） 

  ※ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）および ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）と

は、省エネと再エネによってエネルギー収支の正味ゼロを目指す建築物のこと（詳細は P39）。 
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業務部門 

産業部門以外の第３次産業 事業者 

 

目指す姿 

・建物の断熱化や高効率設備の導入などの省エネ対策が行わ

れています 

・すべての事業者が再生可能エネルギーを電源とした電力プラ

ンを選択しています 

 

■主な指標 

 

指標（◎必達） 
現状値 

（R4） 

目標値 

２０３０年度 ２０４０年度 

◎ 再エネを電源とした 

電力プランの普及率 
0％ 100％ 100％ 

 石油の燃料転換率 0％ 50％ 100％ 

 チップボイラー等を使用 

する施設数 
１施設 ４施設 ５施設 

 

■具体的な取り組み 

 

再生可能エネルギーの

導入 

●建物の屋根や駐車場において、太陽光パネルの設置

を検討する 

●薪ストーブや木質チップボイラーなどバイオマス熱の

利用を検討する 

エネルギー転換の推進 ●使用する電気について、再生可能エネルギーを電源

とした電気（再エネ電気）に切り替える 

●町内で発電した再エネ電気を町内で利用するエネル

ギーの地産地消を目指した、地域新電力事業への参

画に努める 

●使用する燃料について、二酸化炭素の排出が少ない

再エネ電気やバイオマス燃料（薪や木質チップ）など

に切り替える 
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建築物等の省エネ対策

の促進 

●建物の断熱性能を高めるため、建物の壁や床、天井、

窓などに断熱リフォームに努める 

●建物を新築または改築する際は、ＺＥＢ※基準の適合

を検討する 

●高効率設備や LED照明を導入（更新）する 

●建物の省エネ診断などを実施し、エネルギー消費量

の把握に努める 

省エネ行動の推進 ●地球環境に配慮した製品やサービスの選択・提供に

努める 

●Web 会議や電子申請などデジタル技術を活用し、ペ

ーパーレス化に努める 

●地球温暖化防止に向けた教育を行い、従業員の意識

向上を図る 

●徹底した省エネと再エネの導入などを促す「脱炭素

につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動 デコ

活」※につながる製品やサービスの提供に努める 

●緑化活動や清掃活動など地域の環境保全活動に積

極的に参加する 

吸収源対策の促進 

（吸収源対策部門横断） 

●J-クレジット制度の活用を検討する 

 

■町の役割 

 

●雪対策を考慮した太陽光パネル（融雪型太陽光パネルや垂直型太陽光パネル）

や太陽光発電設備の設置補助制度の情報提供を行う 

●エネルギーの地産地消を目指した地域新電力事業について周知する 

●高断熱化などの省エネリフォームに関する補助制度の情報提供を行う 

●人や環境に優しい施設整備を推進し、ZEB※や ZEH※について周知する 

●「デコ活」や「エコポイント活動」など省エネや環境に配慮した取り組みについて周

知する 

●地球温暖化防止を目指して、町が率先して省エネ対策や再エネ導入に取り組むと

ともに、その取り組み効果の発信に努める（町の具体的な取り組みは、P６４掲載） 

 
※ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）および ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）と

は、省エネと再エネによってエネルギー収支の正味ゼロを目指す建築物のこと（詳細は P39）。 

※デコ活とは、国と県が進める「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」のこと

（詳細は P54）。 
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業務部門（行政） 

池田町役場の事務事業 行政 

 

目指す姿 

・公共施設の断熱化や高効率設備の導入などの省エネ対策が

行われています 

・太陽光発電や電気自動車が導入されています 

・再生可能エネルギーを電源とした電力プランを選択しています 

 

■主な指標 

 

指標（◎必達） 
現状値 

（R4） 

目標値 

２０３０年度 ２０４０年度 

◎ 再エネを電源とした 

電力プランの普及率 
0％ 100％ 100％ 

 
新築建築物の ZEB※化 － 

新築建築物平均 

ZEB Ready相当※ 

 公共施設の LED化  １００％ １００％ 

 公用車の EV化 

（特殊車両・マイクロバス

を除く電気自動車に代替

可能な車両に限る） 

 ５０％ １００％ 

 

  

※ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）とは、省エネと再エネによってエネルギー収支の正味

ゼロを目指す建築物（非住宅）のこと（詳細は P39）。 

※ZEB Ready相当とは、省エネによって一次エネルギー消費量を 50％以下まで削減することを目

指した建築物（非住宅）のこと（詳細は P39）。 
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■具体的な取り組み 

 

施策１ 再生可能エネルギーの最大限の活用 

 

取り組み方針 具体的な取り組み/目標 

町有施設への太陽光発電設

備等の導入 

●町有施設の屋根や駐車場等において、太陽光発

電設備の設置可能性について検討し、設置可能

な町有施設に太陽光発電設備を導入する 

●指定避難所においては、太陽光発電設備と合わ

せて蓄電池の導入に努める 

2030年度  

2040年度  

再生可能エネルギーを電源

とした電気への切り替え 

●町有施設が使用する電気について、再生可能エ

ネルギーを電源とした電気（再エネ電気）に切り

替える 

●町内で発電した再エネ電気を町内で利用するエ

ネルギーの地産地消を目指した、地域新電力事

業を推進するため、町民や事業者に対して事業

内容やその効果を積極的に発信する 

2030年度  

2040年度  

 

 

 

 

  

地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 
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家庭部門 

家庭生活に関わること 住民 

 

目指す姿 

・住宅の断熱化や高効率給湯器の導入などの省エネ対策が行

われています 

・すべての家庭が再生可能エネルギーを電源とした電力プランを

選択しています 

 

■主な指標 

 

指標（◎必達） 
現状値 

（R4） 

目標値 

２０３０年度 ２０４０年度 

◎ 再エネを電源とした 

電力プランの普及率 

（家庭部門） 

0％ 100％ 100％ 

 高断熱住宅戸数 － ８０戸 １７０戸 

 エコキュートを使用してい

る世帯数 
約１８０世帯 ２１０世帯 ２７０世帯 

 石油ストーブ等を使用して

いる世帯数 
－ ６７０世帯 ４４０世帯 

 薪ストーブ等を使用してい

る世帯数 
－ ４０世帯 ７０世帯 

 

■具体的な取り組み 

 

再生可能エネルギーの

導入 

●住宅の屋根や駐車場、家庭菜園などにおいて、太陽

光パネルの設置を検討する 

●薪ストーブなどバイオマス熱の利用を検討する 

エネルギー転換の推進 ●使用する電気について、再生可能エネルギーを電源

とした電気（再エネ電気）に切り替える 

●町内で発電した再エネ電気を町内で利用するエネル

ギーの地産地消を目指した、地域新電力事業への参
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画に努める 

●使用する燃料について、二酸化炭素の排出が少ない

再エネ電気やバイオマス燃料（薪や木質チップ）など

に切り替える 

住まいの省エネ対策の

促進 

●住宅の断熱性能を高めるため、建物の壁や床、天井、

窓などに断熱リフォームに努める 

●住宅を新築または改築する際は、ZEH※基準の適合

を検討する 

●高効率給湯器（エコキュート）や LED照明を導入（更

新）する 

省エネ行動の推進 ●徹底した省エネと再エネの導入などを促す「脱炭素

につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動 デコ

活」を実践し、省エネにつながるライフスタイルへの転

換に努める 

●環境にやさしい行動をポイントとして見える化した「エ

コポイント活動」に取り組む 

●緑化活動や清掃活動など地域の環境保全活動に積

極的に参加する 

 

■町の役割 

 

●雪対策を考慮した太陽光パネル（融雪型太陽光パネルや垂直型太陽光パネル）

や太陽光発電設備の設置補助制度の情報提供を行う 

●エネルギーの地産地消を目指した地域新電力事業について周知する 

●高断熱化などの省エネリフォームに関する補助制度の情報提供を行う 

●人や環境に優しい施設整備を推進し、ZEB※や ZEH※について周知する 

●「デコ活」や「エコポイント活動」など省エネや環境に配慮した取り組みについて周

知する 

●地球温暖化防止を目指して、町が率先して省エネ対策や再エネ導入に取り組むと

ともに、その取り組み効果の発信に努める（町の具体的な取り組みは、P６４掲載） 

  

※ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）および ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）と

は、省エネと再エネによってエネルギー収支の正味ゼロを目指す建築物のこと（詳細は P39）。 

※デコ活とは、国と県が進める「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」のこと

（詳細は P54）。 
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運輸部門 

移動に関わること 住民 事業者 行政 

 

目指す姿 

・公用車が電気自動車になるとともに、町内に電気自動車と充電

設備が増えています 

・カーシェアリング（車の共同利用）や公共交通などが充実し、誰

もが目的や状況に合った移動手段を選択しています 

 

■主な指標 

 

指標（◎必達） 
現状値 

（R4） 

目標値 

２０３０年度 ２０４０年度 

◎ 自動車保有台数（旅客） 1，648台 1，582台 1，489台 

◎ 電気自動車導入台数 

（旅客） 
－ 79台 149台 

 自動車保有台数（貨物） 723台 704台 657台 

 電気自動車導入台数 

（貨物） 
－ 14台 33台 

 

■具体的な取り組み 

 

電気自動車の導入・普及 ●車を買い替える際は、電気自動車などエコカー

の購入を検討する 

環境に配慮した 

交通サービスの利用推進 

●町外にお出かけする際は、町民協働バス「マイバ

ス」や福祉タクシー「ふくタク」などの利用を検討

する 

●町内のお出かけの際は、町民バス「なかま号」や

自転車などの利用を検討する 

●カーシェアリングの利用を検討する 

●自家用車を用いた乗合サービスなど地域コミュ

ニティを活かした移動手段について、地域住民

や行政と協働で導入を検討する 
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輸送の効率化 ●公共交通や郵便・宅配など運輸事業者は、便数

やルートなどを適宜改善し、輸送の効率化を図る 

●配送車（トラックなど）による二酸化炭素の排出

を抑制するため、輸配送の共同化や宅配ボック

スの活用に努める 

●地産地消に協力し、輸送距離の抑制に努める 

省エネ行動の推進 ●お出かけの際は、車以外の交通手段の利用を検

討する 

●車を運転する際は、ゆっくりと発進するなど加減

速の少ない運転（エコドライブ）に努める 

 

■町の役割 

 

●町が率先して電気自動車導入に取り組むとともに、電気自動車の有用性の周知や

航続距離などの不安解消に努める 

●電気自動車の導入に必要な充電インフラを整備し、周知する 

●公用車を用いたカーシェアリングの導入や公共交通の利便性向上に取り組むとと

もに、それらを活用した自家用車に依存しないライフスタイルを提案する 
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廃棄物部門 

廃棄物処理に関わること 住民 事業者 行政 

 

目指す姿 ・すべての町民がごみの減量や資源化に努めています 

 

■主な指標 

 

指標（◎必達） 
現状値 

（R５） 

目標値 

２０３０年度 ２０４０年度 

◎ 焼却量（もやせるごみ） ２８９トン 237 トン 237 トン 

 

■具体的な取り組み 

 

ごみの分別の徹底 ●定期収集やエコステーション、資源回収などを利

用し、徹底したごみの分別を行う 

●定期収集に出せない家電や粗大ごみ、農業系廃

棄物などについては、処分方法や回収日を確認

し適切に処分する 

ごみの減量と発生抑制 ●マイバッグやマイボトルを利用し、使い捨て商品

の使用を減らす 

●料理の食べきりや食材の使いきりを心がけ、食品

ロスを減らす 

●リサイクルショップやフリーマーケットを活用し、不

用品や中古品の再使用を検討する 

地域資源循環の推進 ●家庭から出る生ごみに牛ふんやもみ殻を混ぜて

たい肥に再生する「食 U ターン事業」に協力する 

●廃油を軽油やエコキャンドルとして再生・再利用

する「廃油回収事業」に協力する 
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■町の役割 

 

●ごみの分別方法や出し方を周知する 

●地域資源循環型農村を目指して、「食Uターン事業」や「廃油回収事業」など環境

に配慮した取り組みについて周知する 
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吸収源対策部門 

森林吸収量に関わること 住民 事業者 行政 

 

目指す姿 

・間伐などが適切に行われ、豊かで健康な森が広がっています 

・木工品や建材、燃料など多様な用途に町産材が利用されてい

ます 

 

■主な指標 

 

指標（◎必達） 
現状値 

（R３） 

目標値 

２０３０年度 ２０４０年度 

◎ 間伐が行われた森林面積 

（２０１３年度以降における育成

林の累積面積） 

７３０ha １，３６０ha ２，０６０ha 

 

■具体的な取り組み 

 

健全な森林の整備 ●育成林（針葉樹）については、森林組合や森林

所有者などが責任をもって、適切な間伐と主伐

後の再造林を行う 

●天然生林（広葉樹）については、森林所有者な

どが適宜伐採と造林を行い、適切に保全する 

町産材の利用推進 ●町産材を用いた木工品の生産または購入（利

用）を検討する 

●建物の建設やリフォームを行う際は、町産材を用

いた木造化や木質化を検討する 

●木工品や建材に利用できない間伐材や端材な

どは、バイオマス燃料（薪や木質チップ）として加

工生産または購入（利用）を検討する 

森と木に親しむ文化の継承 ●すべての町民が森の大切さを理解し、森林保全

活動や町産材の利用に積極的に取り組む 

●森林組合は、森を守り育てる担い手の育成に取
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り組む 

●エコツーリズムやアクティビティなどを通して、池

田町の豊かな森と森林保全活動などを発信する 

 

■町の役割 

 

●林道や作業道を整備し、森林の整備や保全作業の作業性・生産性の向上を図る 

●町産材を用いた木工品などの製品や木造施設などを広く紹介する 

●町産材を用いた住まいづくりの補助制度の情報提供を行う 

●「木質バイオマス熱供給システム」を整備し、率先してバイオマス燃料（薪や木質チ

ップ）を利用する 

●森林組合などと連携し、担い手育成の支援や参加型の森林保全活動に取り組む 
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１ 町全体の排出量の想定 

部門別目標を達成した場合に想定される町全体の排出量は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門別目標を達成した場合の排出量の推移（部門別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門別目標を達成した場合の排出量の推移（排出量と吸収量の合計値）  
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部門別目標を達成した場合の排出量と吸収量 

  基準年度 

２０１３年度 

短期目標 

２０３０年度 

長期目標 

２０４０年度 

排出量 

（＋） 

産業部門 7.5 4.6 3.9 

業務部門 4.5 0.3 0.2 

家庭部門 7.4 0.5 0.2 

運輸部門 8.1 3.0 1.9 

廃棄物部門 0.2 0.02 0.02 

吸収量 

（－） 
吸収源対策部門 8.7 6.4 10.8 

合計 19.0 2.0 -4.7 

 

 

2013年度の実績排出量 ············· 環境省「自治体排出量カルテ」（P18） 

2030・2040年度の推計排出量 ······· 人口減少や社会情勢、技術革新等に加えて、本計画の取

り組みによる排出量の変化を踏まえ算定した推計値（推

計値の詳細は資料編 P90） 

2013年度の実績森林吸収量 ········· 育成林と天然生林の吸収量と排出量の合算値（P30,31） 

2030・2040年度の推計森林吸収量 ··· 以下①と②の合算値（推計値の詳細は資料編 P95） 

①育成林は、2022年度以降、間伐（普通林 70ha/年、保

安林 46.55ha/年）と主伐（5ha/年）、再造林（5ha/年）

をした場合の推計値 

②天然生林は、池田町「令和６年度脱炭素促進事業 広葉

樹 CO2吸収量算定業務 業務報告書」で推定した林齢や樹

高等をもとに、林野庁「森林づくり簡易な「見える化」

算定シート」を用いて算定した推計値 
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民生部門 エネルギー種別の排出量の推移 

民生部門（業務部門・家庭部門）において、削減目標を達成した場合のエ

ネルギー種別排出量は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生部門のエネルギー種別排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生部門のその他燃料による排出量の内訳 

 

※「町独自算定」によりエネルギー種別排出量を算出しているため、「自治体排出量カルテ」

の数値と異なる。 
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民生部門 エネルギー使用料金からみる地産地消のメリット 

現在、池田町の電力のほとんどが町外の電力会社から供給されており、こ

のほかのガス類や灯油なども元をたどれば町外資源です。わたしたちは、町内

でエネルギーを使用するために、町外からエネルギーを購入してきました。 

民生部門（業務部門・家庭部門）の活動量をもとに、エネルギー使用料金を

算出すると、２０１３年度は部門全体で約２億２千万円と推定され、このほとん

どが町外に流出していたことになり

ます。 

今後は目標に掲げたとおりに、町

内で創った再エネ電気を使用する

とともに、燃料転換などを進めると、

２０４０年度には約１億２千万円が

町内で循環すると推定されます。町

内を循環するお金は、町内の新たな

雇用を生み出したり、町民の所得が

向上したり、豊かな暮らしの足掛か

りになることが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生部門のエネルギー種別使用料金  
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出典：環境省「地域循環共生圏 HP」 
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２ 池田町役場の事務事業における排出量の想定 

池田町役場の事務事業における目標を達成した場合に想定される排出量は以下

のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標を達成した場合の排出量の推移 

 

目標を達成した場合の排出量の削減率 

 

 

  

1.09 1.09 

0.20 0.19 
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2022年度
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2030年度
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2040年度

(千t-CO2)

施設（電気） インフラ（電気） 施設（燃料） 車両（燃料）

基準年度
2022年度

現況年度
2024年度

短期目標
2030年度

長期目標
2040年度

目標の考え方

①電気 施設 1.09 1.09 0.0 0.0

インフラ設備 0.20 0.19 0.0 0.0

②燃料 施設 0.14 0.10 0.11 0.07

高効率設備への入替やバイオマス

熱の利用などにより、国の地球温

暖化対策計画の「業務その他部門」

の目標※と整合を図る。

車両 0.07 0.06 0.06 0.03

ハイブリッド車や電動車の導入な

どにより、国の地球温暖化対策計

画の「運輸部門」の目標※と整合を

図る。

合計 1.5 1.4 0.2 0.1

削減率 -4.3% -89.0% -93.0%

活動区分

2030年度までに、すべての電気

を再生可能エネルギー由来の電気

に転換する。
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地球温暖化対策には、原因となる温室効果ガス排出量を削減するための取り組み

「緩和策」（第４章）に加えて、猛暑や豪雨の激甚化といった気候変動による被害を

回避・軽減させる取り組み「適応策」も求められています。 

池田町においても、既に地球温暖化の影響（P４１参照）がみられており、被害の回

避、最小化を目指し、以下の取り組みを推進します。 

 

■具体的な取り組み 

 

農業分野 【生産に関する取り組み】 

●米については、夏場の高温障害による品質低下（未熟粒

など）を避けるため、暑さに強い品種の導入や、作付け時

期の検討、こまめな水管理を徹底する【農業者】 

 

●野菜などについては、夏

の直射日光を遮る太陽

光パネルおよび育てな

がら電気を発電する営

農型太陽光発電の導入

を検討する【農業者】 

●温暖な地域由来の病害虫の発生拡大に備え、病害虫発生

予察情報などを収集し、被害予防や対策、注意啓発に努め

る【行政・農業者】 

【農地に関する取り組み】 

●農地が持つ保水効果や土壌流出の防止効果などを生か

すため、農地の適正な保全管理に取り組む【農地所有者・

住民】 

 

林業分野 ●激しい雨による林道などの崩壊が山地災害につながるこ

とを踏まえ、長期的な維持管理コストを抑えながら、壊れ

にくい林道を整備する【行政・森林組合】 

第６章 気候変動に備える取り組み 

［適応策］ 

▲営農型太陽光発電（農林水産省 HP） 
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●皆伐後の再造林を徹底するほか、気候変動に耐えられる

よう適切な保全管理に取り組む【森林所有者】 

●未活用の間伐材や獣害被害木などをバイオマス燃料（薪

や木質チップ）などに加工生産し、収益の安定化や林業

経営の意欲向上を図る【森林所有者】 

自然生態系分野 ●有害鳥獣の被害が増加する原因のひとつに、生態系の変

化が想定されるため、新しい自然との調和の方法の研究

や、生物多様性の拡大に努める【事業者・住民・行政】 

●外来種侵入によって、池田町の伝統的な生態系が破壊さ

れつつあることを踏まえ、外来種侵入の予防や駆除（例：

セイタカアワダチソウ、オオキンケイギク、フランスギク等）

を行うとともに、侵入予防に努める【住民】 

 

自然災害分野 ●防災マップを作成し、町民や事業者に広く周知するととも

に、地域では、ご近助防災隊長などが中心となって、要支

援者などを含めた避難訓練・防災訓練を実施する【住

民・行政】 

●円滑かつ迅速に避難するため、ハザードマップやタイムライ

ン、水位計・河川監視カメラなどの活用に努める【住民】 

社会インフラ分野 ●災害の増加や被害の甚大化の可能性を考慮し、防災・減

災対策を踏まえた農業用施設・災害防止施設・治山治水

施設の整備を行うとともに、災害発生時にも防災機能が発

揮されるよう、維持管理を徹底する【住民・行政】 

●豪雪となっても安心した生活が営めるような除雪体制を

維持するとともに必要施設・車両を保持する【行政】 

●インフラ、ライフラインの防災・減災対策や老朽化対策に

取り組む【行政】 

経済活動分野 ●職場や現場における熱中症対策に取り組む（勤務時間の

分散化（日中を避ける）、熱中症対策ウェアの導入、こまめ

な休憩時間の設定など）【事業者】 

●熱中症などの予防方法や救急措置について従業員に教育

を行う【事業者】 

●イベント開催期間の配慮を徹底するほか、ミスト装置の設

置など、従業員と来訪者双方にとって事故の起きない設備
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の導入を推進する【観光事業者】 

●災害発生時に備え、事業継続計画の策定と従業員教育を

行うとともに、避難ルートの確認を徹底する【事業者】 

 

日常生活分野 ●熱中症対策となるような望ましい食事を普及するほか、高

齢者などへの配食においても配慮する【住民】 

●生物多様性の保護につながる農業を支援するとともに地

域で生産された農作物を選択し地産地消に努める【住民】 

●自然災害や紛争、貧困などが原因で飢える人々がいること

を認識し食品ロス※を出さない暮らしを心がける【住民】 

●熱中症対策だけでなく

冬期のヒートショック対

策にもなる住宅性能の

向上を図る【住民】 

●太陽光発電設備の設置

などにより、夏場の電力

自給体制を整え、暑さを

我慢せずエアコンを適切

に使用する【住民】 

●暑熱避難指定施設（クーリングシェルター：池田町涼ん

でってドアの施設）の拡大と利用を進める【事業者・住

民】 

●学校においては、万全な熱中症対策を目指し、建物の断熱

化や電力の自給体制を整えるとともに、特別教室や体育館

などを含めた施設全体にエアコンを配備する【学校】 

●蚊やダニ類など感染症対策の普及啓発に努める【住民】 

学習・理解・普及

分野 

●先行自治体の取組事例を調査し、池田町への活用・応用

を検討し、普及する【行政】 

●職員が地球温暖化対策の緩和策と適応策の両方を理解

し、地域リーダーとなって地域に普及する【行政】 

 

  

▲住宅リフォームの例（池田町） 
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１ 計画の位置づけ 

本計画は、地球温暖化に対する対策「緩和策」と「適応策」の両方の推進を図るた

め、「地球温暖化対策実行計画」および「地域気候変動適応計画」として位置づけま

す。また、本町の地方創生総合戦略の実現や環境向上基本計画などの各種計画お

よび実施する事業などと整合・連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第７章 計画の推進 
～一人ではじめる。１０人が協働する。１００人の環に広げる～ 

池田町 
脱炭素むらづくり計画 

 
地球温暖化対策実行計画 

および 

地域気候変動適応計画 

SDGs※、パリ協定※な

どの国際的な枠組み 

池田町の個別計画など 

国土強靭化計画 

池田町地域防災計画 

池田町過疎地域 

持続的発展計画 

池田町環境向上基本計画 

池田町公共施設等 

総合管理計画 

池田町木望の森 100年 

プロジェクトマスタープラン 

脱炭素の実現 

地球温暖化対策・ 

地方創生の実現 
整合・連携 

 

・地球温暖化対策の推

進に関する法律 

・気候変動適応法 

・県の条例 

< 国 > 

・環境基本計画 

・地球温暖化対策計画 

・気候変動適応計画 

・エネルギー基本計画 

など 

< 福井県 > 

・福井県長期ビジョン 

・福井県環境基本計画 

など 

整合 

池田町ゼロカーボンシティ宣言 

配慮 

第２期 
「池田町創生総合戦略」 

池田町脱炭素実現ビジョン 

脱炭素先行地域に選定 

※SDGs（持続可能な開発目標）とは、国連サミットで採択された 2030年までにより良い世界を目

指す国際目標のこと（詳細は P19）。 

※パリ協定とは、2020年以降の気候変動に関する国際的な枠組みのこと（詳細は P19）。 
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「緩和策」は、地球温暖化の原因である温室効果ガスを抑制する取り組みである

のに対し、「適応策」は、既に起こりつつある、あるいは起こりうる温暖化の影響に対し

て、自然や社会のあり方を調整する取り組みです。 

温暖化の原因に直接働きかける「緩和策」を進める一方で、避けられない温暖化

の影響に対しては「適応策」により被害の回避・軽減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２つの温暖化対策：緩和と適応 

出典：環境省パンフレット「地球温暖化から日本を守る 適応への挑戦 2012」 

 

◆ 地球温暖化対策計画とは 

地球温暖化対策実行計画とは、地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、

「温対法」という。）第１９条第２項および第２１条に基づく地方公共団体実行計画

（区域施策編・事務事業編）で、「緩和策」を推進する計画です 

「区域施策編」では、池田町全体の温室効果ガスの排出削減を目指し、住民・

事業者など各主体と連携して地球温暖化対策を推進します。 

一方で、「事務事業編」では、町内の事業者の一つで

ある池田町役場（行政）が事務・事業活動から排出され

る温室効果ガスの排出削減を目指し、公共施設や公用

車などの脱炭素化や職員の意識向上を図ります。 

本計画は、区域施策編と事務事業編を一体的に策定

することで、より効果的に池田町全体の地球温暖化対

策の推進を図ります。 

 

◆ 地域気候変動適応計画とは 

地域気候変動適応計画とは、気候変動適応法第１２条に基づく気候変動適応

計画で、「適応策」を推進する計画です。  

区域施策編 

住民 事業者 

事務事業編 

行政 

池田町全体 



 

84 

２ 取り組み体制 

『エネルギーの地産地消をむらづくりのエネルギーに。』 

脱炭素むらづくりの推進にあたっては、

住民、事業者、行政の協働のもと、取り組

みを進める必要があります。本計画では、

以下のような取り組み体制のもと、各主体

が互いに連携しながら、計画の効果的な

推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町民 

・ 
事業者 

 
店舗 

学校 

池田町役場 

共
同
主
体 

集落 

連携 

地域外 

地域 
波
及
効
果 

共同 

・地球温暖化への対応 
・ウェルビーイングの実現 
・資源の地域内循環による
自立したまちづくり 

暮らし続けられる 
池田町の実現 
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３ 評価体制 

本計画では、以下のような評価体制のもと、各主体が互いに連携しながら、脱炭素

むらづくりの効果的な推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■池田町役場 

脱炭素むらづくりの推進にあたって、各主体に対して啓発・連携を促すとともに、取

り組みの進捗状況を取りまとめ、むらづくり会議（仮称）に報告します。 

 

■むらづくり会議（仮称） 

地方創生総合戦略委員などを中心としたメンバーで、本計画の進捗状況を点検・

評価し、必要に応じて取り組み内容や方法の見直しを行います。 

 

■取り組み主体・共同主体 

脱炭素むらづくりに参加・協力するとともに、地球温暖化防止につながる活動を積

極的に実践し、温室効果ガス排出量の削減に貢献します。また、むらづくり会議（仮称）

を通して、取り組みの評価や見直しを提言します。  

むらづくり会議 

（仮称） 
池田町役場 

進捗状況などの報告 

評価、見直し 

取り組み主体・共同主体 

建築 
組合 

観光 
公社 

農業 
公社 まち UP いけだ 

まち UP エナジー 

町民 事業者 

福井県 

福井 
銀行 

福井工業
大学 

北陸 
電力 

千葉大学 
環境健康ﾌｨｰﾙﾄﾞ

科学ｾﾝﾀｰ 

ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ 長岡技術
科学大学 

福井健康省エネ 
住宅推進協議会 

越前福井
森林組合 

森とみず
のちから 

ｿﾏﾉﾍﾞｰｽ 

雪ｾﾝﾀｰ 脱炭素むらづくり 

観光客など 
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４ 進行管理 

～実践・実行重視で～ 

（１）進行管理の基本的な考え方 

脱炭素むらづくりを着実に進めるためには、進捗状況の定期的な点検・評価を行

い、必要に応じて見直す適切な進行管理が重要です。 

このため、脱炭素むらづくりの進行管理は「計画⇒実行⇒反省・評価⇒見直し」の

ＰＤＣＡサイクルを基本として、取り組みの実効性を確保します。 

 

■実行（Do） 

この計画に基づき、脱炭素むらづくりにおける各主体が具体的な取り組みを

「まずはやってみる」からスタートします。 

 

■反省・評価（Check） 

行った取り組みには、成功も失敗もありますが、多くの気づきが得られます。

それをもとに、より良い進め方を考えていきます。できれば仲間とともに行いま

す。 

 

■見直し（Action） 

取り組みの内容や方法を見直し、次年度以降の実施計画を見直します。 

 

■計画（Plan） 

必要に応じた見直しおよび５年後を目途に中間見直しを行います。 

 

■実行（Do） 

１つステップアップした取り組みにして実践します。 

 

 

（２）進捗状況の把握 

脱炭素むらづくり全体の進捗状況を把握するため、関連事業等の担い手からヒア

リングやミーティングを行う中で、全体状況の共有を行います。  

・・
・ 
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おわりに ～２１００年の池田町を夢想する～ 

おわりに、２１００年の池田町を、そのときには樹齢１３００年にもなる、須波阿須疑神

社の「大杉さん」の目線でスケッチしてみたい。 

 

 

池田町を見渡すと、今も 800 世帯ほどの人が暮らしている。そして、まちの

半分には太陽光パネルが乗せられている。雪が降っても雪下ろし不要で、室内

は断熱性能が高く冬でも暖かいらしい。ヒートショックも起きない。若い人に

も評判の町営住宅にも取り入れられている。 

また、古民家も上手に改修されている。 

 

屋根融雪型太陽光発電のおかげで、家庭での電気代はとても少なくなった。

こうした家は移住者にとても人気だ。観光交流と持続可能な暮らしが可能な池

田町ブランドとして、まちの価値が高まったこともあり、空き家はほとんど見

当たらない。 

夏は連日酷暑が続くが、家周りにある畑には、遮光機能のある太陽光パネル

と架台があり、日中でも農家が快適に農作業をする姿が見える。 

また、ナスやキュウリなどの露地野菜が元気に育っており、出荷先の道の駅

を賑わせている。今では、架台を利用したブドウ栽培や露地トマトが浸透し、

福井県特産のミディトマトのゼロカーボン化も進んでいる。 

森林の姿も大きく変わった。足羽杉というブランド杉の生産に加えて、奥地

の森林では広葉樹が育ってきている。バイオマスチップとしての木材需要が高

まり、集落の壮年会が山に行くようになってきた。軽トラで山に入り、少しず

つ木材を搬出することで山の整備が進んだ。その木材をつかって、今では町営

の温泉施設のお風呂が沸かされている。重油よりお湯がやわらかい？という噂

もあるが、いずれにしても快適らしい。 

学校の総合学習では、小水力発電所でエネルギーが学べる。物理が苦手な子

どもも多いが、池田町では「位置エネルギー」や「直流と交流」が分かる子ど

も達が多いらしい。大人からみても頼もしい。 

また、集落林の木材の売上は、地域の神社やお寺の管理に利用されていると

いう。地域新電力「まちＵＰエナジー」は、「集落単位」での再エネ契約転換奨

励金制度を創設しており、それらが地域活動の軍資金となって地域活性化に貢
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献するとともに、再エネ 100％転換に大いに効果があったという。 

太陽光パネルの下では、どんぐりを拾って広葉樹の苗木を育てる緑の少年団

活動が継続されていて、昔に植えられた広葉樹がずいぶんと大きくなってきた。

そのおかげで秋の紅葉はいままで以上に美しく、そしてなにより獣害被害がぐ

っと減った。奥地の豊かな生態系の回復が要因ではないかと言われている。 

池田町は、今、食料も自給でき、エネルギーも自給できる、いわば「桃源郷」

となっている。2025 年ごろに都会に出ていっていた若者達の子孫が帰ってきて

いる。まちＵＰエナジーの「ライス・エナジーパワープラン」（電力プランと米

の定期配達と災害避難受入れサービスがセットになった特別プラン）を契機に、

食とエネルギーを自ら生み出す池田町地域に住みたいからなのだとのこと。嬉

しいことである。 

人口の社会増減もプラスに転じて久しい。向こうに見える学校やこども園か

らは、いつも元気な声が聞こえてくる。 

脱炭素が目的ではなく、むらづくりのエネルギーを高めよう、とみんなが心

を一つにしたのがよかったようだ。 

みんなの明るい笑顔が、池田町の明るい未来を感じさせてくれる。 

 

 

そんな日を皆で夢見ながら、地域が一丸となって、脱炭素むらづくりを進め

ている。 
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２１００年の池田町 イメージスケッチ 

みどりを育てる活動 

営農型太陽光発電 

小水力発電 

森林資源の活用 

融雪型太陽光発電 

雪下ろしサービス 

森林管理 

森を生かしたアクティビティ 
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１ 対象とする温室効果ガス 

温対法に定められている７種類の温室効果ガスのうち、主に燃料の使用や電気の

使用などで排出される二酸化炭素を対象とする。 

対象とする温室効果ガス 

温室効果ガスの種類 地球温暖化係数 本町における主な排出源 

二酸化炭素（CO2） 1 燃料の使用、電気の使用 など 

 

 

２ 温室効果ガス排出量の算定方法（区域施策編） 

■現状排出量（実績値） 

現状の温室効果ガス排出量は、環境省が公表する「自治体排出量カルテ」を使用

しているため、算定方法の詳細は省略する。 

 

■将来排出量（推計値） 

温室効果ガスの将来推計の方法には、要因分解法を採用した。以下に示す推計

式に、各部門の①活動量、②エネルギー消費原単位、③炭素集約度の将来にわたる

変化を想定・数値設定し、将来排出量を推計した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 

① ② ③ 

温室効果ガス排出量の推計式 

出典：環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」 
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また、将来排出量の算定にあたっては、「池田町脱炭素実現ビジョン（２０２３（令和

５）年２月策定）」において、脱炭素実現に向けた日本全体の情勢や技術進歩と池田

町独自の取り組みを踏まえた「先導シナリオ」の検討を行っている。 

本計画の将来排出量は、上記ビジョンにおける「先導シナリオ」の考え方を踏襲し

つつ、ビジョン策定から約３年が経過した本町の取り組み状況を反映し、将来排出量

を推計した。 

 

 

①活動量の設定 

活動量とは、人口減少など社会経済の変化を反映する指標である。 

各部門の活動量について、その指標と将来推計の考え方を以下に整理する。 

 

活動量の設定 

部門 指標 将来推計の考え方 

産業 
非製造業 従業員数 

・将来人口に比例して変動するとし

て推計 
製造業 粗付加価値額 

業務 従業員数 

家庭 世帯数 

・２０１５（平成２７）年の世帯主率

が継続すると仮定して、将来人口

に乗じて推計 

運輸 
旅客 自動車保有台数 

※特殊用途車両を除く 

・将来人口に比例して変動するとし

て推計 貨物 

廃棄物 一般廃棄物焼却量  

吸収源対策 － － 
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②エネルギー消費原単位の設定 

エネルギー消費原単位とは、主に省エネ対策の効果を反映する指標である。 

各部門のエネルギー消費原単位について、指標と将来推計の考え方を以下に整

理する。 

 

エネルギー消費原単位の設定 

部門 指標 将来推計の考え方 変化率 

産業 
非製造業 

エネルギー消費

原単位 

・省エネ法に基づく省

エネ対策が進んでい

ると仮定 

年平均１．０％の 

低減 
製造業 

業務 

家庭 

ZEH 基準に基

づく高断熱住宅

の「普及率」×

「省エネ性能」 

・２０２２（令和４）年以

降に新築およびリフォ

ームされた住宅は、

ZEH 基準に基づく一

定の断熱性能を有す

ると仮定 

高断熱住宅の 

普及率 

２０３０年 １０％ 

２０４０年 ２５％ 

・２０２２（令和４）年以

降に新築およびリフォ

ームされた住宅は、

ZEH 基準に基づく一

定の省エネ性能を有

すると仮定 

高断熱住宅の 

省エネ性能 

２０％ 

運輸 

旅客 
自動車の平均 

エネルギー効率 

（ 燃料種別の

「エネルギー効

率」×「シェア

率」） 

・技術進歩により、自動

車のエネルギー効率

が向上すると仮定 

（次表参照） 

貨物 

・町の施策などにより、

電気自動車やハイブ

リット車のシェア率が

向上すると仮定 

（次表参照） 

廃棄物 
処理施設が町外施設のため 

設定しない 
－ 

吸収源対策 － － － 
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運輸部門における燃料種別エネルギー効率とシェア率 

 燃料種別 
エネルギー効率※ シェア率 

２０３０年 ２０４０年 ２０３０年 ２０４０年 

旅客 
石油 約１．３ 約１．４ 約９５％ 約９０％ 

電気 約４．０ 約４．５ 約５％ 約１０％ 

貨物 
石油 約１．１ 約１．２ 約９８％ 約９５％ 

電気 約２．０ 約２．５ 約２％ 約５％ 

※エネルギー効率は、国立環境研究所 AIMプロジェクトチーム「2050年脱炭素社会実現の姿に関する

一試算」より仮定した（2040年は按分値）。 

 

 

③炭素集約度の設定 

炭素集約度とは、主に再エネ導入など環境への負荷が少ない燃料への転換効果

を反映する指標である。 

各部門の炭素集約度は、エネルギー種別ごとのエネルギー消費構成比率と二酸

化炭素排出係数を乗じて合わせることで算出できる。エネルギー消費構成比率の将

来推計の考え方と二酸化炭素排出係数を以下に整理する。 

 

エネルギー消費構成比率の設定 

部門 
転換前 

燃料種 

将来推計の 

考え方 

燃料転換後再エネ構成比率 

目標年 
再エネ

電気 

バイオマ

ス熱 

産業 
非製造業 

－ ・基準年度のまま － － 
製造業 

業務 

軽油 

・重油 

・主に給湯や空調

利用で使用する

軽油・重油を再エ

ネに転換すると仮

定 

２０３０年 約３４％ 約１６％ 

２０４０年 約８０％ 約２０％ 

電気 

・使用するすべての

電気を再エネに

転換すると仮定 

２０３０年 １００％ － 
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部門 
転換前 

燃料種 

将来推計の 

考え方 

燃料転換後再エネ構成比率 

目標年 
再エネ

電気 

バイオマ

ス熱 

家庭 

軽油 

・重油 

・主に給湯や空調

利用で使用する

軽油・重油を再エ

ネに転換すると仮

定 

２０３０年 約１８％ 約３％ 

２０４０年 約３２％ 約５％ 

電気 

・使用するすべての

電気を再エネに

転換すると仮定 

２０３０年 １００％ － 

運輸 

旅客 
ガソリン 

・軽油 

・燃料種別の「シェ

ア率」を踏まえて

設定 

（前表の「シェア率」と同様の

ため省略する） 
貨物 

廃棄物 
処理施設が町外施設のため

設定しない 
－ 

吸収源対策 － － － 
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３ 森林吸収量の算定方法 

本計画における森林吸収量の算定対象と算定方法は以下のとおり。 

 

森林吸収量の算定対象と算定方法 

 ①育成林（針葉樹） ②天然生林（広葉樹） 

算
定
対
象 

森林の種類 ・民有林 

・保安林 

・民有林のうち制限林のみ 

そのほかの 

対象条件 

・吸収量：基準年度以降に間

伐が行われた森林 

・排出量：基準年度以降に主

伐が行われた森林。ただし、

主伐後に再造林された場合

は控除する。 

・吸収量：平均樹高５メートル

以上の林分 

算定方法 ・吸収量＝ 

基準年度以降の間伐面積×

CO2吸収係数 

・排出量＝ 

基準年度以降の（主伐面積

-再造林面積）×CO2 吸収

係数×対象木の林齢 

・「令和２，３年福井県航空レ

ーザ測量及び森林資源解

析成果」や森林簿を用いて、

町内の広葉樹林の面積や

林齢、樹高を整理 

・上記データから林野庁公表

「森林づくり簡易な「見える

化」計算シート」を用いて算

定 

出典 ・池田町「池田町脱炭素実現

ビジョン」（令和５年２月） 

・池田町「令和６年度脱炭素

促進事業 広葉樹CO2吸収

量算定業務 業務報告書」

（令和７年２月） 
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①育成林（針葉樹）の算定結果 

池田町「池田町脱炭素実現ビジョン」において育成林の森林吸収量を算出した。

算出結果は以下のとおり。 

 

育成林の実績森林吸収量 

 ２０１３～２０２１年 備考 

間伐面積 

（ha） 

民有林 ７３０．００ 

・２０１３～２０２０年までは年間

82.25ha を間伐 

・２０２１年は７２ha を間伐 

保安林 ４１８．９５ 
・２０１３～２０２１年まで、年間

４６．５５ha を間伐 

主伐面積 

（ha） 

民有林 ４５．００ 

・２０１３～２０２０年までに２９

ha を主伐 

・２０２１年は１６ha を主伐 

保安林 １０．３５ 
・２０１３～２０２１年まで、年間

１．１５ha を主伐 

再造林面積 

（ha） 

民有林 － ・再造林なし 

保安林 － ・再造林なし 

吸収量 

（千 t-CO2） 
（+）5.7４ 

＝基準年度以降の間伐面積

×CO2吸収係数 

＝（７３０．００+４１８．９５）ha 

×0.005千 t-CO2 

排出量 

（千 t-CO2） 
（－）11.０７ 

＝基準年度以降の（主伐面積

-再造林面積）×CO2 吸収

係数×対象木の林齢 

＝（４５．００+１０．３５-０）ha×

0.005千 t-CO2×４０年生 

森林吸収量 

（千 t-CO2） 
－５．３３ 

＝吸収量-排出量 

＝5.7４-11.０７ 

出典：池田町「池田町脱炭素実現ビジョン」（令和５年２月） 
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２０２２年以降の森林経営計画 

 施業計画 備考 

間伐面積 

（ha/年） 

民有林 ７０ 

・２０２２年時点で策定されてい

る森林経営計画における間伐

面積５０ha/年に、脱炭素実現

のため２０ha/年上乗せ設定 

保安林 ４６．５５ ・現状維持 

主伐面積 

（ha/年） 

民有林 ４  

保安林 １  

再造林面積 

（ha/年） 

民有林 ４ ・主伐後、必ず再造林 

保安林 １ ・主伐後、必ず再造林 

 

育成林の推計森林吸収量 

 ２０３０年時点 ２０４０年時点 

間伐面積 

（ha） 

民有林 １，３６０．００ ２，０６０．００ 

保安林 ８３７．９０ １，３０３．４０ 

主伐面積 

（ha） 

民有林 ８１．００ １２１．００ 

保安林 １９．３５ ２９．３５ 

再造林面積 

（ha） 

民有林 ３６．００ ７６．００ 

保安林 ９．００ １９．００ 

吸収量 

（千 t-CO2） 
（+）１０．９９ （+）１６．８２ 

排出量 

（千 t-CO2） 
（－）11.０７ （－）11.０７ 

森林吸収量 

（千 t-CO2） 
－０．０８ +５．７５ 

出典：池田町「池田町脱炭素実現ビジョン」（令和５年２月） 
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②天然生林（広葉樹）の算定結果 

林野庁公表「森林づくり簡易な「見える化」計算シート」に、地番ごとに整理した森

林面積、林齢、樹高を入力し、広葉樹の森林吸収量を算定した。「見える化」計算シ

ートにおける算定結果は以下のとおり。 

 

広葉樹の森林吸収量 

算定年 
森林吸収量 

（千 t-CO2） 

 
算定年 

森林吸収量 

（千 t-CO2） 

２０１３ 9.041  ２０２７ 6.939 

２０１４ 8.996  ２０２８ 6.609 

２０１５ 8.952  ２０２９ 6.533 

２０１６ 8.910  ２０３０ 6.493 

２０１７ 8.568  ２０３１ 6.449 

２０１８ 8.203  ２０３２ 6.172 

２０１９ 8.142  ２０３３ 5.870 

２０２０ 8.096  ２０３４ 5.806 

２０２１ 8.061  ２０３５ 5.766 

２０２２ 7.748  ２０３６ 5.723 

２０２３ 7.403  ２０３７ 5.472 

２０２４ 7.334  ２０３８ 5.201 

２０２５ 7.292  ２０３９ 5.140 

２０２６ 7.243  ２０４０ 5.102 
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出典：池田町「令和６年度脱炭素促進事業 広葉樹 CO2吸収量算定業務 業務報告書」（令和７年２月） 
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４ 温室効果ガス排出量の算定方法（事務事業編） 

温室効果ガス排出量の算定は、環境省が公表する「地方公共団体実行計画（事

務事業編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」（令和７年３月）に示す方法に基づ

く。 

 

（各温室効果ガス排出量）＝Σ{（活動量※）×（排出係数）} 

（活動の種類について和をとる） 

（温室効果ガス総排出量）＝Σ{（各温室効果ガス排出量）×（地球温暖化係数）} 

（温室効果ガスの種類について和をとる） 

 

※活動量は、電気使用量や各種燃料の使用量などを指す（P28,29参照）。 

 

二酸化炭素（ＣＯ２）の排出係数 

活動項目 排出係数 単位 備考 

電力の使用に伴う排出 

 電力 下表参照 kg-CO2/kWh 北陸電力㈱の基礎排出係数 

燃料の使用に伴う排出 

 

ＬＰガス 3.00 kg-CO2/kg  

灯油 2.49 kg-CO2/L  

軽油 2.58 kg-CO2/L  

Ａ重油 2.71 kg-CO2/L  

ガソリン 2.32 kg-CO2/L  

 

北陸電力㈱の基礎排出係数 

年度 排出係数 単位 備考 

２０２２（令和４） 0.000469 t-CO2/kWh 
令和４年提出用（令和２年度

実績）を使用 

２０２３（令和５） 0.000480 t-CO2/kWh 
令和５年提出用（令和３年度

実績）を使用 

２０２４（令和６） 0.000487 t-CO2/kWh 
令和６年提出用（令和４年度

実績）を使用 

出典：環境省「電気事業者別排出係数一覧」  
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５ 池田町役場における計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行計画推進体制 

 

各主体の役割 

項目 役職など 本計画における役割 

本部長 町長 ・計画の決定・見直し 

・改善指示 ゼネラルマネージャー 副町長 

庁内会議 各課担当者 

・計画の進捗管理・見直し 

・実施状況の点検・評価 

・改善指示 

実行組織 
各職員、施設職員

など全職員 

・各課、施設などにおける取り組

みの実践 

事務局 脱炭素むらづくり課 
・計画推進全般に係る庶務 

・進捗状況の報告 

  

池田町役場 

【本部長】 
町 長 

【ゼネラルマネージャー】 
副町長 

【庁内会議】 
各課担当者 

【実行組織】 
全職員 

【事務局】 
脱炭素むらづくり課 
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